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第１ 措 置 の 概 要 

 

東京都監査委員は、各種監査等で指摘又は意見・要望をした事項について、監査後、指

摘等を受けた知事等関係機関がどのような措置を行っているか報告を求め、年２回、講じ

た措置内容の通知を受けている。 

令和７年監査結果に基づき知事等が講じた措置（第１回）は、知事等関係機関が令和６

年１０月から令和７年４月までに講じた措置内容について取りまとめたものであり、措置

状況は表１及び表２のとおりである。 

今回は、令和４年から令和６年に実施した各種監査等において指摘又は意見・要望をし

た措置対象６４９件から前回までに措置済みとなっている５３２件を差し引いた１１７件

のうち、６５件（指摘：６１件、意見・要望：４件）が改善された。残る５２件について

は、改善中である。 

また、今回、知事等関係機関から措置を講じた旨の通知があった案件（改善案件）の措

置区分別件数（措置区分が複数含まれる案件について該当する措置区分を全て計上）は、

表３のとおりである。 

事務処理等の改善など、是正・改善措置３１件、ルール・体制の構築など、再発防止の

取組１０９件、合計１４０件の改善措置が講じられた。 

改善措置としては、主に次のようなものがある。 

 

・ 発災時に安全確認が必要なライフライン設備の配置図の作成や掲示をしていない都

立学校があったため、学校危機管理マニュアルでこうした設備の配置図例を見やすく

した上で、発災時の安全対策について全都立学校に周知徹底した。 

・ 台帳と現物の数が不一致であった有形固定資産について、適正処理を行った上で、

局の自主監査で、事業所におけるこれら資産の突合作業についての実施状況確認や抽

出による現物確認を毎年実施していくこととした。 

 

当報告書に記載されている事例を参考に、適切な内部統制の構築と運用に取り組み、全

庁共通して発生し得る課題や、繰り返し起こり得る問題点について、実効性のある再発防

止策が講じられることを期待する。 

また、知事等関係機関が講じた措置内容を公表することにより、都事業に対する都民の

理解促進に寄与することができれば幸いである。 
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（表１）措置状況 

（単位：件） 

監査 
実施年 

監査種別 
監査実施 
期  間 

結果内訳 
措置対象 

A 

措置済 
(前回まで
に改善済) 

B 

今回通知
(今回改善) 

C 

改善中 
A-(B+C) 

令和 

4 年 

定例監査 

令和 4.1.6 

～ 

令和 4.9.6  

指 摘 92 91 1 － 
意見・要望 3 3 － － 

計 95 94 1 － 

工事監査 
令和 4.1.11 

～ 

令和 5.1.12 

指 摘 27 27 － － 
意見・要望 1 1 － － 

計 28 28 － － 

公営企業各会計 
決算審査 

令和 4.6.1 

～ 

令和 4.9.6 

指 摘 3 3 － － 
意見・要望 － － － － 

計 3 3 － － 

各会計歳入歳出 
決算審査 

令和 4.7.11 

～ 

令和 4.9.6 

指 摘 25  25 － － 
意見・要望 － － － － 

計 25 25 － － 

財政援助団体等監査 

令和 4.9.5 

～ 

令和 5.2.3 

指 摘 50 49 1 － 
意見・要望 8 8 － － 

計 58 57 1 － 

行政監査 

令和 3.12.20 

～ 

令和 5.2.10 

指 摘 12 12 － － 
意見・要望 － － － － 

計 12 12 － － 

小計 

指 摘 209 207 2 － 
意見・要望 12 12 － － 

計 221 219 2 － 

令和 

5 年 

定例監査 

令和 5.1.6 

～ 

令和 5.9.7 

指 摘 116 113 3 － 
意見・要望 2 2 － － 

計 118 115 3 － 

工事監査 

令和 5.1.10 

～ 

令和 6.1.11 

指 摘 24 24 － － 
意見・要望 3 3 － － 

計 27 27 － － 

公営企業各会計 
決算審査 

令和 5.6.1 

～ 

令和 5.9.7 

指 摘 3 3 － － 
意見・要望 － － － － 

計 3 3 － － 

各会計歳入歳出 

決算審査 

令和 5.7.10 

～ 

令和 5.9.7 

指 摘 32 32 － － 
意見・要望 － － － － 

計 32 32 － － 

財政援助団体等監査 

令和 5.9.4 

～ 

令和 6.2.1 

指 摘 48 42 5 1 
意見・要望 2 2 － － 

計 50 44 5 1 

行政監査 

令和 5.9.4 

～ 

令和 6.2.1 

指 摘 20 14 3 3 
意見・要望 16 10 2 4 

計 36 24 5 7 

小計 

指 摘 243 228 11 4 
意見・要望 23 17 2 4 

計 266 245 13 8   
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監査 
実施年 

監査種別 
監査実施 
期  間 

結果内訳 
措置対象 

A 

措置済 
(前回まで
に改善済) 

B 

今回通知 
(今回改善) 

C 

改善中 
A-(B+C) 

令和 

6 年 

定例監査 

令和 6.1.5 

～ 

令和 6.9.5 

指 摘 58 41 11 6 
意見・要望 5 2 2 1 

計 63 43 13 7 

工事監査 

令和 6.1.9 

～ 

令和 7.1.9 

指 摘 22 － 20 2 
意見・要望 － － － － 

計 22 － 20 2 

公営企業各会計 
決算審査 

令和 6.6.3 

～ 

令和 6.9.5 

指 摘 1 － 1 － 
意見・要望 － － － － 

計 1 － 1 － 

各会計歳入歳出 

決算審査 

令和 6.7.8 

～ 

令和 6.9.5 

指 摘 25 25 － － 
意見・要望 － － － － 

計 25 25 － － 

財政援助団体等監査 

令和 6.9.9 

～ 

令和 7.1.30 

指 摘 40 － 15 25 
意見・要望 2 － － 2 

計 42 － 15 27 

行政監査 

令和 6.9.9 

～ 

令和 7.1.30 

指 摘 4 － 1 3 
意見・要望 5 － － 5 

計 9 － 1 8 

小計 

指 摘 150 66 48 36 
意見・要望 12 2 2 8 

計 162 68 50 44 

合       計 

指 摘 602 501 61 40 
意見・要望 47 31 4 12 

計 649 532 65 52 

 

（表２）各実施年の監査の改善率 

（単位：件、％） 

監査実施年 結果内訳 
措置対象 

A 

措置済 
(前回まで 
に改善済) 

B 

今回通知 
(今回改善) 

C 

改善率 
(B+C)/A×100 

改善中 
A-(B+C) 

令和4年 
指 摘 209 207 2  100   － 

意見・要望 12 12 － 100   － 

計 221 219 2  100   － 

令和5年 

指 摘 243 228 11 98.4 4 

意見・要望 23 17 2 82.6 4 

計 266 245 13 97.0 8 

令和6年 

指 摘 150 66 48 76  36 

意見・要望 12 2 2 33.3 8 

計 162 68 50 72.8 44 
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（表３）監査種別ごとの措置区分別件数 

（単位：件） 

監査種別 

 

 

措置区分 

令和４年 令和５年 令和６年 

計 

定例 

財政 

援助 

団体等 

定例 

財政 

援助 

団体等 

行政 定例 工事 

公営企

業各会

計決算

審査 

財政 

援助団

体等 

行政 

１ 

是
正
・
改
善
措
置 

ア 返還・ 

戻入等 

- - - - - - - - 5 - 5 

- - - - - - - - 5 - 5 

イ 財産・ 

物品管理 

- - - 2 1 1 - - - - 4 

- - - 2 2 1 2 - - - 7 

ウ 会計処理 
- - - - - - - 1 - - 1 

- - - - - - - 1 - - 1 

エ 事務処理等 
- - - 3 2 3 1 - 2 1 12 

- - - 3 3 7 1 - 3 1 18 

小計 
- - - 5 3 4 1 1 7 1 22 

- - - 5 5 8 3 1 8 1 31 

２ 

再
発
防
止
の
取
組 

ア 要綱等の 

制定・改正 

1 - 1 - - - 1 - - - 3 

1 - 1 - - - 3 - 1 - 6 

イ 契約・仕様

等の見直し 

- 1 1 - - 5 1 - 2 - 10 

- 1 1 - - 5 2 - 3 - 12 

ウ ルール・ 

体制の構築 

- - 1 - 2 4 6 - 5 - 18 

1 - 2 - 5 6 16 1 12 1 44 

エ 研修等の 

実施 

- - - - - - 11 - 1 - 12 

- 1 1 3 2 8 20 1 11 - 47 

小計 
1 1 3 - 2 9 19 - 8 - 43 

2 2 5 3 7 19 41 2 27 1 109 

合  計 
1 1 3 5 5 13 20 1 15 1 65 

2 2 5 8 12 27 44 3 35 2 140 

（注１）措置区分の具体的事項は、別注のとおり 

（注２）上段（網掛あり）：措置区分のうち主なものを一つ選定した場合の数値 

下段（網掛なし）：措置区分が複数含まれるものを全て選定した場合の数値 
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（別注）措置区分の具体的事項 

措置区分 主な事項 

1 是正・改善措置 

ア 返還・戻入等 
過大交付した補助金、過大支出した契約代金等が返還されたも

の 

イ 財産・物品管理 

土地・建物、物品等の管理状況を改善したもの 

土地・建物、物品等の占用・使用許可手続を是正したもの 

工作物、設備、物品等を修理・交換したもの 

ウ 会計処理 

決算関係書類の計数を修正したもの 

財産に関する調書への登載誤りを修正したもの 

調定登録されていなかった歳入を適正に処理したもの 

科目又は年度を誤って歳出処理したものを是正したもの 

エ 事務処理等 

法令等に基づいた事務手続に是正したもの 

契約中の工事、事業内容等を是正したもの 

マニュアル等に基づいた債権管理を行うよう是正したもの 

事務処理等をより効果的・効率的な内容に改善したもの 

2 再発防止の取組 

ア 要綱等の制定・ 

改正 
要綱、指針、基準等を新たに制定・改正したもの 

イ 契約・仕様等 

の見直し 

関連又は類似の契約に係る工事、事業内容等を是正したもの 

特記仕様書等への記載事項を見直したもの 

報告書等の様式を改めたもの 

ウ ルール・体制の 

構築 

事務処理ルール、マニュアル等を改善又は新たに構築したもの 

委員会、プロジェクトチーム等を新たに設置したもの 

情報共有・チェック機能を強化したもの 

エ 研修等の実施 

関係職員に対し研修を実施したもの 

関係職員を既存の研修に参加させたもの 

会議、通知等により監査結果を周知し、再発防止を注意喚起し

たもの 

 

- 5 -



１ 主な措置事例 

監査の指摘等に対し知事等が講じた是正・再発防止や改善の措置の中から、全庁横

断的な啓発効果が高いものや都民サービスの改善に直結するもの、経費の削減につな

がるものなど、各局の事務改善の参考となる事例を選定している。 

 

 

p.42 教育庁 No.24（令和６年定例監査） 

指摘の概要 

発災時に備え、電気・上水道等ライフラインに係る学校施設・設備を適切に保全

することは、児童・生徒や避難してくる地域住民の安全を守る上で重要である。そ

のため、庁は「学校危機管理マニュアル」を作成し、ライフラインの安全確認の手

順や、分電盤等設備の配置図の作成及び保管・掲示を各都立学校に求めている。 

しかしながら、一部の都立学校では、配置図の作成や掲示を行っていないなど、

発災後に速やかな安全確認を行える状況となっていなかったため、各都立学校には

発災時のライフラインの安全対策の準備をするよう、庁には各都立学校を適切に指

導するよう求めた。 

措置の概要 

各都立学校は、ライフラインに係る配置図の作成や見直しを行い、職員室や経営

企画室等への掲示や安全確認の手順書を作成するなど、発災時に備えた安全対策に

取り組んだ。 

また、庁は、指摘の内容を全都立学校へ周知したほか、マニュアルを改定した際

に、ライフラインに係る配置図例を見やすくするなどして全都立学校へ周知すると

ともに、説明会を開催し、改めて注意喚起を行った。 

  

電気等ライフラインの安全対策を発災時に速やかに行えるよう準備したもの 
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p.63 下水道局 No.46（令和６年工事監査） 

指摘の概要 

局は、雨水ポンプ棟地下躯体の建設工事において、地下躯体を地上で構築して地

中に沈下させる工法を採っている。その際、支障となる階段及び床は、所定の深さ

まで躯体の設置が完了した後、別途工事で築造するとしている。 
しかし、設計図書を見ると、本工事で築造する壁や梁内にあらかじめ配置してお

くべき階段の鉄筋が、本工事の設計図に記載されておらず、費用も計上されていな

かったため、地下躯体における鉄筋の設計を適正に行うよう求めた。 
措置の概要 

局は、本工事の受注者に対し、既存の実施設計の設計図に基づき、階段部の鉄筋

を施工するよう工事変更の通知を行った。 

この工事変更通知に基づき、既に一部の階段の鉄筋は施工されており、以後、残

りの階段の鉄筋についても、順次施工する予定である。 

また、課長代理会において指摘内容を説明し、後工事と関連する部分の施工につ

いての確認を確実に行うよう周知徹底するとともに、積算チェックリストにあらか

じめ配置しておくべき鉄筋について確認する項目を追加し、その確認を徹底した。 

さらに、工事の設計・監督業務を担当する職員に対して、工事監査フォローアッ

プ研修を実施し、指摘内容や再発防止についての注意喚起を行った。 

 

 
p.67 交通局 No.49（令和５年度公営企業各会計決算審査） 

指摘の概要 

局の固定資産台帳の数値と現物を照合したところ、交通事業会計の固定資産台帳

において、処分したバスの車載放送装置や自動料金収納機等の価額の削除漏れがあ

り、有形固定資産を適正に計上するよう求めた。 

措置の概要 

局は、令和６年６月までに削除漏れとなっている資産の除却処理を完了した。 

また、所長会において、各所属長に対し、適正な事務処理について注意喚起する

とともに、当該部の全事業所に対し、車載放送装置や自動料金収納機等について、

他の備品と同様に備品管理票を作成・保管すること、毎年度固定資産台帳と現品の

突合確認を行うことを指示した。 

あわせて、本局職員による全車庫・自動車工場への自主監査において、突合作業

の実施状況の確認や抽出による現物確認を実施し、これらの対応を今後毎年実施し

ていくこととした。 

 

  

地下躯体にあらかじめ配置すべき鉄筋の不備を是正した上で、積算チェックリ

ストにこうした鉄筋の確認項目を追加し、その確認を徹底することとしたもの 

削除漏れがあった有形固定資産について、備品管理票を作成し、毎年、固定資

産台帳と現品の突合確認を行うこととしたもの 
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p.71 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター No.53 

（令和６年財政援助団体等監査） 

指摘の概要 

法人は、首都直下型地震等に備え「東京都健康長寿医療センターＢＣＰ（注）－震

災編－」を策定し、職員の参集基準を定めている。また、これに基づき「危機管理

マニュアル」を策定するとともに、法人の全職員に携帯用の防災カードを配布し、

これらに参集基準を記載している。 

これらの参集基準を確認したところ、危機管理マニュアル及び防災カードに記載

された大規模地震発生時の参集基準がＢＣＰのそれと異なる内容となっていた。 

そこで、ＢＣＰ等における地震発生時の参集基準について、業務継続体制が確実

に確保されるよう記載を統一することを求めた。 

措置の概要 

法人は、ＢＣＰの参集基準を見直した上で改訂し、職員ポータルサイトを通じて

職員に周知した。また、これに合わせて危機管理マニュアルを改訂するとともに、

防災カードの記載も修正した。 

また、今後、ＢＣＰや危機管理マニュアルを改訂する場合は、両者を一体的に検

討し、相互にかい離が生じないよう留意してその改訂内容を正しく防災カードに記

載することとし、各部署防災担当者の会議において、これらを周知した。 

さらに、職員に正しい参集基準が周知されるよう、災害対策本部立ち上げ訓練の

際、全職員を対象とした安否状況確認及び参集訓練を実施した。 

 

（注）災害などの緊急事態が発生したときに、損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画 

  

地震発生時における職員の参集基準を見直した上で、この参集基準が職員に周

知されるよう全職員を対象とした安否状況確認や参集訓練を実施したもの 
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p.74 地方独立行政法人東京都立病院機構 No.56 

（令和６年財政援助団体等監査） 

指摘の概要 

病院では、診療費の未収金について、弁護士に債権回収を委任するなど、その回

収に取り組んでいるが、過年度の高額未収金案件について、交通事故の自賠責保険

による支払が滞り、督促が１年以上行われていないものや、海外にいる家族からの

分割支払が滞り、督促が３年以上行われていないものがあった。 

未収金回収は、債務者等の現状を把握し、機を逸することなく対応することが必

要なため、未収金管理に当たり、債務者等への対応を適切に行うよう求めた。 

措置の概要 

法人は、患者家族と連絡がつかないなどのことから、両案件について、それぞれ

弁護士に債権回収を委任した。 

また、再発防止策として、①交通事故の案件については、患者・加害者・損害保

険会社と継続的に交渉し、診療費の支払までのスケジュールを交通事故未収金管理

表で管理することとした。②診療費を分割支払している案件については、分割納入

者リストに基づき入金確認を行うとともに、確認ができない場合は速やかな催告を

行うこととした。③未収金高額上位２０件については、高額案件管理表で管理し、

毎月最低一回は医事課長を交えた関係者で情報共有を行うこととした。④法人は、

通知文で各病院等に対して事案の共有と注意喚起を行うとともに、事務局長会にお

いて回収が困難なものは弁護士への委任を積極的に活用するよう周知した。 

 

 

p.34 都市整備局 No.16（令和６年定例監査） 

意見・要望の概要 

局は、同一部で運用する２つのポータルサイトのホスティング業務を個別に委託

しており、いずれも１００万円未満のため随意契約であった。 
これらの契約は、その内容から合わせて１件の契約とすることが可能であり、そ

うした場合には１００万円を超えるため、入札による契約手続となり、競争性の向

上や事務処理の効率化を図ることができる。 
そこで、これらのホスティング業務委託について、契約をまとめるなどの見直し

を検討するよう要望した。 
措置の概要 

局は、２つのポータルサイトの運営について、ホスティング業務のみならず、更

新・維持管理業務も含めた委託業務について、契約を一本化した。 

また、新たにポータルサイトを立ち上げる際は、コスト面や事務処理の効率化な

どの観点から十分な検討を行い、必要に応じて既存の委託業務の中に集約すること

を部課長会で周知した。 

診療費の未収金について弁護士による債権回収を活用するとともに、交通事故

未収金管理表を用いた管理を行うなどの再発防止策を実施するもの 

委託業務の契約を一本化し、競争性の向上及び事務処理の効率化を図ったもの 
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第２ 通 知 の 内 容 

 

 監査結果に基づき、今回、知事等から受けた措置通知の一覧は表４（監査種別）及び

表５（指摘区分別）のとおりであり、表４及び表５の頁欄記載のページに、監査結果の要

約及び講じた措置の概要を掲載している。 

 なお、表４、表５及び個別の概要にある「事項」のうち意見・要望事項には「※」を付け

ている。 

 また、表４、表５及び個別の概要にある「措置区分」は、５ページ別注の番号記号に対

応しており、措置区分のうち主なものには「◎」を、その他、該当するものには「○」を付

けている。 

 さらに、措置区分が２（再発防止の取組）にのみ該当するものについては、指摘事項、

意見・要望事項に係る契約等は既に終了しているため、今後、同一又は類似の事業、工事

等を実施する際の再発防止策を講じたものである。 

 

（表４）措置通知一覧（監査種別） 

番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

令和４年定例監査 

1 建設局 
（単価契約工事について）４００万円以上の即時性

のある工事について地方自治法に沿った契約方法を

検討すべきもの 

    ◎  ○  17 

令和４年財政援助団体等監査 

2 
建設局（公益財団法人東

京動物園協会） 

（更新未了となった排水設備について）更新未了の

排水設備について対策を講じるべきもの 
     ◎  ○ 18 

令和５年定例監査 

3 都市整備局 

(単価契約工事について)(事業用地等維持管理につ

いて)特殊製品組合せ費により計上できない経費に

ついて対応できるよう改善すべきもの 

    ◎  ○ ○ 19 

4 建設局 
(都立公園等におけるナラ枯れ対策について)コナラ

等の大径木について経済的なナラ枯れ対策を検討す

べきもの 

     ◎   20 

5 建設局 

(単価契約工事について)(特殊製品組合せ費につい

て)機械損料等の工事に係る経費を支払えるよう単

価契約工事の仕組みを改善すべきもの 

      ◎  21 

令和５年財政援助団体等監査 

6 
生活文化スポーツ局（注）

（公益財団法人東京都歴

史文化財団） 

（助成金の交付について）交付要綱等において助成

対象経費に含まれる消費税等の取扱いを適正に定め

るべきもの 

   ◎     23 

7 
生活文化スポーツ局（公

益財団法人東京都歴史文

化財団） 

（助成金の交付について）各要綱により助成額の算

定方法を定めるべきもの 
   ◎     24 

8 
生活文化スポーツ局（公

益財団法人東京都歴史文

化財団） 

収蔵作品のデジタルデータ化について用途に応じた

仕様を定めるなどすべきもの 
   ◎    ○ 25 

9 
福祉局（社会福祉法人東

京都社会福祉事業団） 

消防用設備について不良と判定された箇所の是正を

すべきもの 
 ◎      ○ 26 

10 
福祉局（社会福祉法人東

京都社会福祉事業団） 

電気工作物の点検結果において不適合とされた箇所

について速やかに対応を行うべきもの 
 ◎      ○ 27 

（注）令和７年４月１日実施の組織改正により、生活文化局スポーツ局は、生活文化局に名称変更し、都民安全総合対策本部及びスポ

ーツ推進本部が設置された。以後同じ。 
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番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

令和５年行政監査 

11 
産業労働局（多摩産業交

流センター指定管理共同

企業体） 

多摩産業交流センターにおけるホームページのウェ

ブアクセシビリティを確保すべきもの 
   ◎   ○  28 

12 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 

公園ガイドにおけるバリアフリー対応状況等の情報

を的確に発信すべきもの 
   ◎   ○  29 

13 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 

公園サイン設計の手引きを改訂し社会事情に対応し

た基準等の改正を反映した案内表示をすべきもの 
 ◎  ○   ○  30 

14 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 
※指定管理者におけるマニュアルの改訂について       ◎ ○ 32 

15 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 
※園内マップ及び園内案内板の掲載情報について  ○     ◎ ○ 33 

令和６年定例監査 

16 都市整備局 

※（建築物の耐震化促進に係る普及啓発事業につい

て）ポータルサイトのホスティング業務委託につい

て 
   ◎    ○ 34 

17 環境局 
消防用設備機器点検委託に係る契約手続を見直すべ

きもの 
     ◎  ○ 35 

18 保健医療局 
(看護師等修学資金について)貸与者台帳に必要事項

を記載すべきもの 
   ◎   ○ ○ 36 

19 産業労働局 
消防設備定期点検保守委託の仕様書を適切に作成す

べきもの 
     ◎  ○ 37 

20 港湾局 
消火器具等点検委託の仕様書を適切に作成し、履行

確認を適切に行うべきもの 
   ○  ◎  ○ 38 

21 交通局 

適正な消防用設備等点検結果報告書が作成されるよ

う確認を徹底するとともに各駅に点検結果を共有す

べきもの 

   ◎    ○ 39 

22 交通局 
単価契約工事における特殊製品組合せ代価について

使用方法を定めた上で内容を確認すべきもの 
     ◎ ○  40 

23 教育庁 

（学校危機管理計画について）校内保護の原則を定

めるとともに情報連絡手段について保護者へ周知す

べきもの 

   ○   ◎  41 

24 教育庁 
（学校危機管理計画について）電気等ライフライン

の安全対策を発災時に速やかに行えるよう準備すべ

きもの 

   ○   ◎  42 

25 教育庁 
（学校危機管理計画について）教職員の危機管理研

修を適切に行うべきもの 
   ○   ◎  43 

26 教育庁 
※（学校危機管理計画について）学校危機管理マニュ

アルについて 
      ◎ ○ 44 

27 教育庁 
（災害用備蓄品について）災害用備蓄品の管理を適

切に行うべきもの 
 ◎      ○ 45 

28 教育庁 

防火設備等の不良箇所への対応に遅れが出ないよう

建築基準法第１２条に基づく定期点検の履行確認及

び検査を適正に行うべきもの 
     ◎   46 

令和６年工事監査 

29 都市整備局 
停留施設におけるサイン等の仕様を設計図書に明示

すべきもの 
      ○ ◎ 47 

30 環境局 
急傾斜地崩壊防止工事の諸経費の積算を適正に行う

べきもの 
      ○ ◎ 48 

31 保健医療局 
設備機器の耐震支持を是正するとともに固定用あと

施工アンカーを設置する床の構造確認について受注

者を適切に指導・監督すべきもの 

 ○     ◎ ○ 49 

32 産業労働局 
鉄筋組立ての施工管理について受注者を適切に指

導・監督すべきもの 
 ○   ○   ◎ 51 

33 産業労働局 
汚水槽清掃で発生した一般廃棄物の処理を適正に行

うべきもの 
     ○ ○ ◎ 52 

34 建設局 
環境施策に基づき道路舗装設計時の材料選定を適切

に行うべきもの 
      ◎ ○ 53 

35 建設局 
建築工事における鉄筋のガス圧接継手部の品質管理

試験について受注者を適切に指導・監督すべきもの 
      ○ ◎ 53 

36 建設局 
屋根工事における墜落防止対策について受注者を適

切に指導・監督すべきもの 
      ○ ◎ 54 

37 港湾局 
橋梁等構造物との近接施工における設計時の協議及

び調整を適切に行うべきもの 
       ◎ 55 
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番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

38 港湾局 人孔材料の単価設定を適正に行うべきもの       ○ ◎ 56 

39 港湾局 
大型遊具を含む工事の諸経費の積算を適正に行うべ

きもの 
      ◎ ○ 57 

40 港湾局 
工作物の改修工事における石綿含有建材の事前調査

について受注者を適切に指導・監督すべきもの 
    ◎   ○ 58 

41 東京消防庁 
（杭工事の単価設定及び任意仮設の設計変更につい

て）杭工事の単価設定を適正に行うべきもの 
      ○ ◎ 59 

42 東京消防庁 
経年防火水槽再生工事における積算を適正に行うべ

きもの 
     ◎ ○ ○ 59 

43 東京消防庁 

（杭工事の単価設定及び任意仮設の設計変更につい

て）任意仮設の設計変更の取扱いを適正に行うべき

もの 

      ○ ◎ 60 

44 交通局 
工事中止期間の現場管理に関する手続を適切に行う

べきもの 
       ◎ 61 

45 水道局 材料費の単価設定を適正に行うべきもの       ◎ ○ 62 

46 下水道局 地下躯体における鉄筋の設計を適正に行うべきもの    ◎   ○ ○ 63 

47 下水道局 仮設電力設備の積算を適切に行うべきもの     ○  ◎ ○ 64 

48 教育庁 
業務実施状況写真の撮影について受託者を適切に指

導・監督すべきもの 
      ◎ ○ 65 

令和５年度公営企業各会計決算審査 

49 交通局 有形固定資産を適正に計上すべきもの   ◎    ○ ○ 67 

令和６年財政援助団体等監査 

50 
生活文化スポーツ局（学

校法人戸板学園） 
国際化推進補助に係る補助金を返還すべきもの ◎       ○ 68 

51 
生活文化スポーツ局（学

校法人東京成徳学園） 

私立高等学校都内生就学促進補助金を返還すべきも

の 
◎      ○  69 

52 
福祉局（地方独立行政法

人東京都健康長寿医療セ

ンター） 

特命随意契約の締結に当たり、規程に基づき、相手方

を選定した根拠を明確にした上で契約を締結すべき

もの 

       ◎ 70 

53 
福祉局（地方独立行政法

人東京都健康長寿医療セ

ンター） 

地震発生時の職員の参集基準について記載の統一を

図るべきもの 
   ◎   ○ ○ 71 

54 
福祉局（地方独立行政法

人東京都健康長寿医療セ

ンター） 

コンプライアンス研修について検討し、内部統制の

取組の実効性を確保すべきもの 
      ◎  72 

55 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

公務災害の補償請求について、地方公務員災害補償

基金への請求漏れが発生しないよう進行管理を適切

に行うべきもの 

   ◎   ○ ○ 73 

56 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

未収金の管理に当たり、債務者等への対応を適切に

行うべきもの ◎      ○ ○ 74 

57 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

修繕契約を適正に行うべきもの    ○   ◎ ○ 75 

58 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

業務報告の方法について仕様書に記載するととも

に、適切に履行確認すべきもの 
     ○ ◎ ○ 77 

59 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

院外職員住宅の借上げに当たり今後検討すべきもの       ◎ ○ 78 

60 
産業労働局（地方独立行

政法人東京都立産業技術

研究センター） 

成長産業分野の海外展示会出展に係るアドバイザリ

ー業務委託に係る資金についての請求及び概算払に

よる交付を適切に行うべきもの 

     ◎ ○ ○ 80 

61 
港湾局（新中央航空株式

会社、全日本空輸株式会

社） 

補助金を返還するとともに補助金額決定の取扱いを

適切に定めるべきもの ◎    ○    82 

62 
港湾局（東海汽船株式会

社） 
補助金を返還すべきもの ◎      ○ ○ 83 

63 
交通局（東京交通サービ

ス株式会社） 
廃棄物の処理を適正に行うべきもの       ◎ ○ 84 
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番
号 

対象局（団体） 事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

64 交通局（東京交通サービ

ス株式会社） 

日常的な維持修繕について契約方法を検討し適切に

運用するための規程等を整備すべきもの 
     ◎ ○  85 

令和６年行政監査 

65 生活文化スポーツ局 ケア・コミッショナーを平時から選任すべきもの    ◎   ○  86 
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（表５）措置通知一覧（指摘区分別） 

番
号 

対象局（団体） 
監査 
種別 

事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

【債権管理】 

18 保健医療局 6 定例 
(看護師等修学資金について)貸与者台帳に

必要事項を記載すべきもの 
   ◎   ○ ○ 36 

55 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

6 財援 
公務災害の補償請求について、地方公務員

災害補償基金への請求漏れが発生しないよ

う進行管理を適切に行うべきもの 

   ◎   ○ ○ 73 

56 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

6 財援 
未収金の管理に当たり、債務者等への対応

を適切に行うべきもの ◎      ○ ○ 74 

【契約（仕様・積算）】 

8 
生活文化スポーツ局（公

益財団法人東京都歴史文

化財団） 

5 財援 
収蔵作品のデジタルデータ化について用途

に応じた仕様を定めるなどすべきもの 
   ◎    ○ 25 

22 交通局 6 定例 

単価契約工事における特殊製品組合せ代価

について使用方法を定めた上で内容を確認

すべきもの 

     ◎ ○  40 

63 
交通局（東京交通サービ

ス株式会社） 
6 財援 廃棄物の処理を適正に行うべきもの       ◎ ○ 84 

【契約（履行確認）】 

58 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

6 財援 
業務報告の方法について仕様書に記載する

とともに、適切に履行確認すべきもの 
     ○ ◎ ○ 77 

【契約（その他）】 

1 建設局 4 定例 

（単価契約工事について）４００万円以上

の即時性のある工事について地方自治法に

沿った契約方法を検討すべきもの 

    ◎  ○  17 

2 
建設局（公益財団法人東

京動物園協会） 
4 財援 

（更新未了となった排水設備について）更

新未了の排水設備について対策を講じるべ

きもの 

     ◎  ○ 18 

3 都市整備局 5 定例 

(単価契約工事について)(事業用地等維持

管理について)特殊製品組合せ費により計

上できない経費について対応できるよう改

善すべきもの 

    ◎  ○ ○ 19 

4 建設局 5 定例 

(都立公園等におけるナラ枯れ対策につい

て)コナラ等の大径木について経済的なナ

ラ枯れ対策を検討すべきもの 

     ◎   20 

5 建設局 5 定例 

(単価契約工事について)(特殊製品組合せ

費について)機械損料等の工事に係る経費

を支払えるよう単価契約工事の仕組みを改

善すべきもの 

      ◎  21 

9 
福祉局（社会福祉法人東

京都社会福祉事業団） 
5 財援 

消防用設備について不良と判定された箇所

の是正をすべきもの 
 ◎      ○ 26 

10 
福祉局（社会福祉法人東

京都社会福祉事業団） 
5 財援 

電気工作物の点検結果において不適合とさ

れた箇所について速やかに対応を行うべき

もの 

 ◎      ○ 27 

16 都市整備局 6 定例 

※（建築物の耐震化促進に係る普及啓発事

業について）ポータルサイトのホスティン

グ業務委託について 

   ◎    ○ 34 

17 環境局 6 定例 
消防用設備機器点検委託に係る契約手続を

見直すべきもの 
     ◎  ○ 35 

19 産業労働局 6 定例 
消防設備定期点検保守委託の仕様書を適切

に作成すべきもの 
     ◎  ○ 37 

20 港湾局 6 定例 
消火器具等点検委託の仕様書を適切に作成

し、履行確認を適切に行うべきもの 
   ○  ◎  ○ 38 

21 交通局 6 定例 
適正な消防用設備等点検結果報告書が作成

されるよう確認を徹底するとともに各駅に

点検結果を共有すべきもの 

   ◎    ○ 39 

28 教育庁 6 定例 

防火設備等の不良箇所への対応に遅れが出

ないよう建築基準法第１２条に基づく定期

点検の履行確認及び検査を適正に行うべき

もの 

     ◎   46 
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番
号 

対象局（団体） 
監査 
種別 

事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

52 
福祉局（地方独立行政法

人東京都健康長寿医療セ

ンター） 

6 財援 
特命随意契約の締結に当たり、規程に基づ

き、相手方を選定した根拠を明確にした上

で契約を締結すべきもの 

       ◎ 70 

57 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

6 財援 修繕契約を適正に行うべきもの    ○   ◎ ○ 75 

59 
保健医療局（地方独立行

政法人東京都立病院機

構） 

6 財援 
院外職員住宅の借上げに当たり今後検討す

べきもの 
      ◎ ○ 78 

60 
産業労働局（地方独立行

政法人東京都立産業技術

研究センター） 

6 財援 

成長産業分野の海外展示会出展に係るアド

バイザリー業務委託に係る資金についての

請求及び概算払による交付を適切に行うべ

きもの 

     ◎ ○ ○ 80 

64 
交通局（東京交通サービ

ス株式会社） 
6 財援 

日常的な維持修繕について契約方法を検討

し適切に運用するための規程等を整備すべ

きもの 

     ◎ ○  85 

【補助金等】 

6 
生活文化スポーツ局（公

益財団法人東京都歴史文

化財団） 

5 財援 
（助成金の交付について）交付要綱等にお

いて助成対象経費に含まれる消費税等の取

扱いを適正に定めるべきもの 

   ◎     23 

7 
生活文化スポーツ局（公

益財団法人東京都歴史文

化財団） 

5 財援 
（助成金の交付について）各要綱により助

成額の算定方法を定めるべきもの 
   ◎     24 

50 
生活文化スポーツ局（学

校法人戸板学園） 
6 財援 

国際化推進補助に係る補助金を返還すべき

もの 
◎       ○ 68 

51 
生活文化スポーツ局（学

校法人東京成徳学園） 
6 財援 

私立高等学校都内生就学促進補助金を返還

すべきもの 
◎      ○  69 

61 
港湾局（新中央航空株式

会社、全日本空輸株式会

社） 

6 財援 
補助金を返還するとともに補助金額決定の

取扱いを適切に定めるべきもの ◎    ○    82 

62 
港湾局（東海汽船株式会

社） 
6 財援 補助金を返還すべきもの ◎      ○ ○ 83 

【財産管理】 

49 交通局 5 公決 有形固定資産を適正に計上すべきもの   ◎    ○ ○ 67 

【設計】 

29 都市整備局 6 工事 
停留施設におけるサイン等の仕様を設計図

書に明示すべきもの 
      ○ ◎ 47 

34 建設局 6 工事 
環境施策に基づき道路舗装設計時の材料選

定を適切に行うべきもの 
      ◎ ○ 53 

37 港湾局 6 工事 
橋梁等構造物との近接施工における設計時

の協議及び調整を適切に行うべきもの 
       ◎ 55 

46 下水道局 6 工事 
地下躯体における鉄筋の設計を適正に行う

べきもの 
   ◎   ○ ○ 63 

【積算(単価設定)】 

38 港湾局 6 工事 人孔材料の単価設定を適正に行うべきもの       ○ ◎ 56 

41 東京消防庁 6 工事 

（杭工事の単価設定及び任意仮設の設計変

更について）杭工事の単価設定を適正に行

うべきもの 

      ○ ◎ 59 

45 水道局 6 工事 材料費の単価設定を適正に行うべきもの       ◎ ○ 62 

【積算(数量算出等)】 

42 東京消防庁 6 工事 
経年防火水槽再生工事における積算を適正

に行うべきもの 
     ◎ ○ ○ 59 

47 下水道局 6 工事 仮設電力設備の積算を適切に行うべきもの     ○  ◎ ○ 64 

【積算(諸経費等)】 

30 環境局 6 工事 
急傾斜地崩壊防止工事の諸経費の積算を適

正に行うべきもの 
      ○ ◎ 48 
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番
号 

対象局（団体） 
監査 
種別 

事 項 

措置区分 

頁 １ ２ 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

39 港湾局 6 工事 
大型遊具を含む工事の諸経費の積算を適正

に行うべきもの 
      ◎ ○ 57 

【施工】 

31 保健医療局 6 工事 

設備機器の耐震支持を是正するとともに固

定用あと施工アンカーを設置する床の構造

確認について受注者を適切に指導・監督す

べきもの 

 ○     ◎ ○ 49 

32 産業労働局 6 工事 
鉄筋組立ての施工管理について受注者を適

切に指導・監督すべきもの 
 ○   ○   ◎ 51 

35 建設局 6 工事 

建築工事における鉄筋のガス圧接継手部の

品質管理試験について受注者を適切に指

導・監督すべきもの 

      ○ ◎ 53 

36 建設局 6 工事 
屋根工事における墜落防止対策について受

注者を適切に指導・監督すべきもの 
      ○ ◎ 54 

40 港湾局 6 工事 

工作物の改修工事における石綿含有建材の

事前調査について受注者を適切に指導・監

督すべきもの 

    ◎   ○ 58 

48 教育庁 6 工事 
業務実施状況写真の撮影について受託者を

適切に指導・監督すべきもの 
      ◎ ○ 65 

【その他】 

11 
産業労働局（多摩産業交

流センター指定管理共同

企業体） 

5 行政 

多摩産業交流センターにおけるホームペー

ジのウェブアクセシビリティを確保すべき

もの 

   ◎   ○  28 

12 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 
5 行政 

公園ガイドにおけるバリアフリー対応状況

等の情報を的確に発信すべきもの 
   ◎   ○  29 

13 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 
5 行政 

公園サイン設計の手引きを改訂し社会事情

に対応した基準等の改正を反映した案内表

示をすべきもの 

 ◎  ○   ○  30 

14 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 
5 行政 

※指定管理者におけるマニュアルの改訂に

ついて 
      ◎ ○ 32 

15 
建設局（公益財団法人東

京都公園協会） 
5 行政 

※園内マップ及び園内案内板の掲載情報に

ついて 
 ○     ◎ ○ 33 

23 教育庁 6 定例 

（学校危機管理計画について）校内保護の

原則を定めるとともに情報連絡手段につい

て保護者へ周知すべきもの 

   ○   ◎  41 

24 教育庁 6 定例 
（学校危機管理計画について）電気等ライ

フラインの安全対策を発災時に速やかに行

えるよう準備すべきもの 

   ○   ◎  42 

25 教育庁 6 定例 
（学校危機管理計画について）教職員の危

機管理研修を適切に行うべきもの 
   ○   ◎  43 

26 教育庁 6 定例 
※（学校危機管理計画について）学校危機

管理マニュアルについて 
      ◎ ○ 44 

27 教育庁 6 定例 
（災害用備蓄品について）災害用備蓄品の

管理を適切に行うべきもの 
 ◎      ○ 45 

33 産業労働局 6 工事 
汚水槽清掃で発生した一般廃棄物の処理を

適正に行うべきもの 
     ○ ○ ◎ 52 

43 東京消防庁 6 工事 
（杭工事の単価設定及び任意仮設の設計変

更について）任意仮設の設計変更の取扱い

を適正に行うべきもの 

      ○ ◎ 60 

44 交通局 6 工事 
工事中止期間の現場管理に関する手続を適

切に行うべきもの 
       ◎ 61 

53 
福祉局（地方独立行政法

人東京都健康長寿医療セ

ンター） 

6 財援 
地震発生時の職員の参集基準について記載

の統一を図るべきもの 
   ◎   ○ ○ 71 

54 
福祉局（地方独立行政法

人東京都健康長寿医療セ

ンター） 

6 財援 
コンプライアンス研修について検討し、内

部統制の取組の実効性を確保すべきもの 
      ◎  72 

65 生活文化スポーツ局 6 行政 
ケア・コミッショナーを平時から選任すべ

きもの 
   ◎   ○  86 
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〔令和４年定例監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

1 

建設局 

（単価契約
工事につい
て）４００万
円以上の即
時性のある
工事につい
て地方自治
法に沿った
契約方法を
検討すべき
もの 

 局は、河川を維持、管理すること
を目的として、設計を行った上で競
争入札に付する総価契約工事では
対応が困難な、即時性がありかつ１
件４００万円未満の小規模な工事
を対象として、単価契約工事を各建
設事務所等において締結している。 
 維持補修等を統括する河川部は、
単価契約工事運用の手引により、指
示工事の範囲、指示、施工、工事内
容の確認方法等を定めている。 
（１）境川の洗掘対策等について 

 南多摩東部建設事務所は、河
川維持工事（単価契約）により、
河床整正工等を行っているが、
そのうち、「走路設置」、「洗掘
部玉石設置」、「河床整正」及び
「走路の撤去」の４件の指示工
事をまとめて１件の工事請負契
約として施行すべきものであ
る。 

（２）南浅川の瀬替えについて 
 南多摩西部建設事務所は、河
川維持工事（単価契約）により、
南浅川の維持工事を行っている
が、そのうち、「仮設搬入路の設
置」及び「仮設搬入路の撤去」
の２件の指示工事をまとめて１
件の工事請負契約として施行す
べきものである。 

 ところで、通常の工事請負契約
は、設計図、特記仕様書等により請
負の目的物を明確にしなければ入
札を行えないが、緊急の必要により
設計のいとまがないときは地方自
治法施行令第１６７条の２第１項
第５号による随意契約ができる。こ
の場合、東京都工事施行規程に基づ
き、設計・起工を行わないまま随意
契約により緊急工事を行うことが
できる。 
 ところが、局は、緊急工事は災害
等による損害が発生した場合等に
限定的に適用するものとしている。 
 １件４００万円以上の即時性は
あるが緊急工事に該当しない工事
については、速やかな契約締結手段
がないこととなり、適正でない。 
 部は、４００万円以上の即時性の
ある工事について、地方自治法に沿
った契約方法を検討されたい。 

 指摘の原因は、河川または河川管理
施設等において、災害防除のために施
設の維持が必要な場合等の即時性の
ある４００万円以上の工事について
の契約締結手段が定められていなか
ったことにある。 
 局は、局内関係部署による「単価契
約制度見直し PT」を発足し、令和５年
度中に契約方法改善に向けた基本方
針を定め、具体的な改善策を確定する
よう検討を行った。また、令和６年３
月に「建設局単価契約実施要綱」を新
たに策定し、局内における単価契約の
考え方を定めた。 
 河川部は、「建設局単価契約実施要
綱」を基に、総額競争方式による単価
契約の試行として一部で行いながら、
課題の検討を行った。また、令和６
年１０月１７日実施の維持担当者会
議にて各事務所へ意見照会を行った。
さらに、令和６年１１月２６日、令
和７年１月３１日に実施した単価契
約制度見直し PT において、各部への
意見照会や記載内容の調整も行った。
これらを踏まえ、各方式の定義や適用
要件について定めた「河川事業に係る
単価契約運用要領」を令和７年２
月２８日に策定し、同日付けで各事務
所に通知の上、同年４月１日に運用を
開始した。【２－ア、２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
    ◎  ○  
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〔令和４年財政援助団体等監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

2 

建設局（公益財

団法人東京動物

園協会） 

（更新未了とな

った排水設備に

ついて）更新未

了の排水設備に

ついて対策を講

じるべきもの 

 協会は、井の頭自然文化園の

分園の下水道料金が増加したた

め、汚水量及び降水量を調査し

たところ、台風が通過した後に

汚水量が増大することを把握し

た。このことは、汚水の排水設備

に地下水又は雨水が流入してい

ることを意味するため、局は、地

下水等の流入防止を目的として

老朽化した汚水排水設備を更新

することとし、工事を実施して

いる。 

 しかし、更新工事の着工後、想

定しない地下埋設物が多数見つ

かったため、工事の進捗が遅れ、

年度内に全てを更新することが

できないと判明したことから、

局は協会と協議の上、排水

管５０２．４ｍのうち２７４．４

ｍ、桝５３か所のうち１２か所

について更新しないまま工事を

完了することとした。その結果、

実施設計において地下水等の流

水が確認された箇所については

更新されないままとなってい

る。 

 そこで、協会に更新工事後の

汚水量と降水量の推移について

確認したところ、依然として降

水量が多い月には汚水量が増加

している状況であることから、

更新工事により、地下水等の流

入を防止する目的は達成されて

いないと認められる。 

 以上のことから、更新工事を、

排水管の老朽化及び地下水等の

流入防止対策を目的として実施

したものの、その目的を達成し

ていないにもかかわらず、局が

原因を調査の上、対策を講じて

いないことは適正でない。 

 局は、地下水等の流入防止の

目的が達成されるよう、更新未

了の排水設備について原因を調

査の上、対策を講じられたい。 

 本件は、工事未了箇所について、

十分な経過観察を行わず積極的な

調査検討も行わなかったことが原

因と考えられる。 

 東部公園緑地事務所は、令和４

年１１月１５日開催の課長代理会

において、指摘事項を周知し、同

様の事象を繰り返さないよう注意

喚起した。【２－エ】 

 また、令和５年度に排水施設調

査を実施した結果、地下水の流入

箇所を特定したため、令和６年６

月に契約した老朽施設改修基本実

施設計により今後行う補修工事の

実施設計を行った。そして、この

設計を基に、令和７年３月１４日

に地下水流入箇所改修工事を含む

老朽施設補修工事を契約し、対策

を講じることとした。【２－イ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎  ○ 

  

- 18 -



 

 

〔令和５年定例監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

3 

都市整備局 

(単価契約工事

について)(事業

用地等維持管理

について)特殊

製品組合せ費に

より計上できな

い経費について

対応できるよう

改善すべきもの 

 「事業用地等維持管理（単価契

約）運用の手引き」において、市

街地整備事業等で施工されてい

る現場では、特殊な材料が多く

使われており、現在の単価契約

の工種では対応することが困難

な場合があることから、その場

合には「特殊製品組合せ費」とい

う材料単価を設定し運用するこ

とができるとしている。 

 工種に設定していない特殊な

材料については、特殊製品組合

せ費により計上し、その施工に

係る工事費（労務費）について

は、あらかじめ必要となる工種

（普通作業員、電工、運転手等）

を設定して、これにより実施す

ることとなる。 

 ところで、特殊製品組合せ費

の対象ではないものや、材料費

と工事費に分解できずそれぞれ

の金額を算出することができな

いものについては、特殊製品組

合せ費により即時性のある施工

ができないこととなる。 

 したがって、市街地整備部は、

即時性を必要とする市街地整備

事業等の施工現場における事例

を把握・分析・検証し、特殊製品

組合せ費により計上できない経

費について、適正かつ効率的な

対応策を講じ、即時性のある施

工を可能とする必要がある。 

 部は、特殊製品組合せ費によ

り計上できない経費について対

応できるよう改善されたい。 

 本指摘の原因については、市街

地整備部において、当初契約で設

定していない施工内容が発生し、

機械損料や複合単価等を含む場

合、計上する方法が現行では未設

定であること、特殊製品組合せ費

の運用についての事務所及び職員

の認識不足や事務所内の情報共有

の不足と捉えている。 

 部は、令和５年定例監査での指

摘を踏まえ、特殊製品組合せ費の

運用に当たっての適切な適用が図

られるよう、令和５年７月２６日

付通知文により、改めて事務所へ

周知・徹底した。【２－エ】 

 部は、特殊製品組合せ費の適正

な運用に向け、令和６年度第２四

半期より、事務所に対し、過去の

監査での指摘など、留意事項につ

いて定期的な確認・共有を行い、

意識啓発を図っているか等、四半

期ごとの報告を求め、実施状況を

確認している。【２－ウ】 

 また、部は、当初契約で設定し

ていない施工内容の発生に伴う機

械損料や複合単価等について、事

業用地等維持施工組合せ費を設定

し、計上方法を定めた。このこと

について、令和７年３月１０日付

通知文により事務所に周知し、同

年４月１日より運用を開始した。

【２－ア】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
    ◎  ○ ○ 

- 19 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

4 

建設局 

(都立公園等に

おけるナラ枯れ

対策について)

コナラ等の大径

木について経済

的なナラ枯れ対

策を検討すべき

もの 

 ナラ枯れとは、カシノナガキ

クイムシが媒介するナラ枯れ菌

に感染した樹木が９月頃に枯死

するものである。 

 枯死した樹木で新しく成虫と

なったカシノナガキクイムシ

は、１穿孔当たり数十から数百

に及び、翌年６月に周辺の樹木

に移動するため、翌年度はより

多くの樹木が枯死することとな

り、感染の拡大は急速なものと

なる。 

 また、樹齢５０年以上胸高直

径３０cm 以上のコナラ等の大径

木は感染すると全枯れしやす

く、全枯れが発生した場合、周辺

の樹木も翌年度に被害を受ける

こととなる。 

 そこで、枯死するリスクの高

い大径木を対象に、森林の更新

を進めることで、今後の被害発

生を抑制することができる。 

 部は、コナラ等の大径木につ

いて、経済的なナラ枯れ対策を

検討されたい。 

 本件は被害への対処を優先して

実施していた事業に対して、併せ

て予防的な措置を行う必要性があ

るとの意見があったものである。 

 公園緑地部は、令和６年度の雑

木林管理では、小山内裏公園など

の丘陵地公園について、ナラ枯れ

の被害を受けやすい大径木を優先

して更新を行う区域を設定した。 

 また、令和７年度の雑木林管理

においては、ナラ枯れ被害の更な

る予防に向けた森林の更新を更に

進めることとし、ナラ枯れの被害

を受けやすい大径木の更新を図る

対象区域を拡大して、令和７年度

予算を確保した。【２－イ】 

 指定管理者は、令和７年２月か

ら同年３月にかけて、令和７年度

に実施する雑木林更新に先駆け、

ナラ枯れの被害拡大抑制につなが

る雑木林の更新に向けて、ナラ枯

れの被害を受けやすい大径木を優

先して更新した。【２－イ】 1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎   

- 20 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

5 建設局 

(単価契約工事

について)(特殊

製品組合せ費に

ついて)機械損

料等の工事に係

る経費を支払え

るよう単価契約

工事の仕組みを

改善すべきもの 

 南多摩西部建設事務所及び第

四建設事務所で締結している単

価契約工事について、指示工事

の内容を見たところ、次のとお

り適正でない点が見受けられ

た。 
（１）南多摩西部建設事務所で

は、契約で単価を定めていな
い直径のコンクリート削孔
について、積算基準に基づき
積算した設計金額を、直径等
が異なるコンクリート削孔
の契約工種の単価で除して
数量を算出し、その工種の単
価に数量を乗じた金額によ
り支払っている。 
 契約で工種として単価を
定めていない内容の工事を
行う場合は、積算基準に基づ
き単価を積算した上で、労務
費については歩掛を使用し、
普通作業員等の工種により
支払うとともに、材料費につ
いては特殊製品組合せ費で
支払うべきところであるが、
機械損料等については支払
方法を定めていない。 
 このため、所は機械損料等
を含む設計金額を支払うに
当たり、設計金額に機械損料
等を含む直径等が異なるコ
ンクリート削孔の契約工種
を使用したものである。 
 しかしながら、実際には使
用していない契約工種によ
り支払うことは適正でない。 

（２）第四建設事務所は、契約で

単価を定めていない規格の

薄層カラー舗装を行うため、

物価資料の単価を用いて積

算している。この単価は、材

料費・労務費・機械損料等か

ら構成される複合単価であ

ることから、契約で単価を定

めた工種により支払うため、

所は、材料費を物価資料から

算出して特殊製品組合せ費

により支払うとともに、労務

費として材料費を差し引い

た金額を、普通作業工の単価

で除して数量を算出し、その

数量により普通作業工とし

て支払っている。 

（次頁へ続く） 

 単価契約工事における機械損料

等の支払方法について、「道路維

持関係（単価契約）運用の手引き」

に明記されていなかったことが指

摘の発生原因である。 

 道路管理部は、道路維持関係検

討委員会を新たに発足し、単価契

約工事で適切に機械損料等を支払

う方法について、「道路維持関係

（単価契約）運用の手引き」の改

訂に向けた方針を示した。また、

委員会やその作業部会において、

適正な契約工種となるよう改訂案

を提示し、各事務所への意見照会

や記載内容の調整等、運用面を含

め検討を進めてきた。これまでの

検討内容を踏まえ、令和７年３

月７日に手引を改訂し、契約で単

価を定めていない機械損料等に対

応できるよう「道路維持施工組合

せ費」という単価を新たに導入し、

使用方法を定めた。また、令和７

年３月７日付けで各事務所に通知

の上、同年４月１日以降の発注案

件より適用を開始した。【２－ウ】 

- 21 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

5 

建設局 

(単価契約工事

について)(特殊

製品組合せ費に

ついて)機械損

料等の工事に係

る経費を支払え

るよう単価契約

工事の仕組みを

改善すべきもの 

（前頁から） 

 しかしながら、薄層カラー

舗装工の単価には機械損料

等が含まれており、機械損料

等は労務費ではないことか

ら、複合単価から材料費を差

し引いたものを労務費とし

て支払うことは適正でない。 

 これらのように両所が適正で

ない方法により工事費を支払っ

ていることは、道路管理部が、単

価契約工事で契約していない工

種を使用して即時性のある維持

補修をする場合に、機械損料等

の工事に係る経費を支払う方法

を定めていないことによるもの

である。 

 部は、機械損料等の工事に係
る経費を支払えるよう単価契
約工事の仕組みを改善された
い。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎  

  

- 22 -



 

 

〔令和５年財政援助団体等監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

6 

生活文化スポー

ツ局（公益財団

法人東京都歴史

文化財団） 

（助成金の交付

について）交付

要綱等において

助成対象経費に

含まれる消費税

等の取扱いを適

正に定めるべき

もの 

財団は、都からの出えん金等

を原資として、芸術団体等に対

し助成金等を交付する事業を行

っている。 

ところで、助成対象経費に消

費税等を含めて交付している助

成金等で、助成対象事業者が消

費税の課税事業者である場合

に、事業者が助成金交付後に消

費税等の確定申告で仕入税額控

除を行って納税すると、助成対

象経費に含まれる消費税等を実

質的に負担していないことにな

るため、当該控除額に対応する

助成金額の返還を求めることが

必要である。 

このため、そのような場合を

想定して、消費税等の返還に関

する手続規定を助成金交付要綱

等に定めなければならないが、

各種助成等事業の交付要綱等に

は該当規定がないことが認めら

れた。 

また、局は、都からの出えん

金を原資とした助成等事業の交

付要綱等の制定の際に、財団か

ら協議を受けていながら、本件

について看過した。 

財団は、助成金交付要綱等に

おいて助成対象経費に含まれる

消費税等の取扱いを適正に定め

られたい。 

局は、財団に対して適切に指

導されたい。 

財団は、芸術団体等に助成金を

交付する事業に係る助成対象経

費に消費税及び地方消費税に相

当する額を含めないよう、要綱を

令和６年１２月１４日付けで改

正し、同日から施行した。 

令和７年１月８日の公募から

改正後の要綱に基づき助成事業

を実施している。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎     

- 23 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

7 

生活文化スポー

ツ局（公益財団

法人東京都歴史

文化財団） 

（助成金の交付

について）各要

綱により助成額

の算定方法を定

めるべきもの 

財団は、都からの出えん金等

を原資として芸術団体等に対し

助成金等を交付しており、助成

金交付要綱を定め、交付決定後

に助成対象者に「助成金事務手

続きの手引き」を交付している。 

財団は、実績額の確定に当た

り、手引に基づき助成対象経費

を科目ごとに報告させ、科目別

の実績額が申請額を上回った場

合には助成額を申請額としてい

るが、要綱には定められていな

い。 

また、公募ガイドラインに基

づき、助成対象団体が事業に当

たり利益を計上した場合、利益

分を助成金額から差し引いてい

るが、要綱上は事業実施に係る

経費の２分の１を補助するとの

み規定している。 

助成額の算定方法について

は、交付申請時に申請者が把握

できるよう、各要綱で定める必

要があるが、公募ガイドライン、

手引により定めていることは適

正でない。 

財団は、各要綱により、助成

額の算定方法を定められたい。 

財団は、芸術団体等に助成金を

交付する事業について、①助成対

象経費を科目ごとに報告させ、科

目別の実績額が申請額を上回っ

た場合には助成額を申請額とす

ること、②助成対象団体が事業に

当たり利益を計上した場合、利益

分を助成金額から差し引くこと

を令和６年１２月１４日付けで

要綱に定め、同日から施行した。 

令和７年１月８日の公募から

改正後の要綱に基づき助成事業

を実施している。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎     

- 24 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

8 

生活文化スポー

ツ局（公益財団

法人東京都歴史

文化財団） 

収蔵作品のデジ

タルデータ化に

ついて用途に応

じた仕様を定め

るなどすべきも

の 

写真美術館は、委託契約によ

りデジタルカメラを用いて収蔵

作品の複写と資料情報システム

用のデジタルデータの加工を行

っている。江戸東京博物館は、

所蔵資料のうちフィルムのデジ

タル化を委託し、また、所蔵資

料の管理をする資料情報システ

ムに、デジタルデータを格納す

る委託を契約している。 

ところで、デジタルデータの

作成に当たっては、画像サイズ、

圧縮率、解像度など、作成する

画像データの詳細を指定すると

ともに、資料情報システムでの

利用や WEB サイトでの利用、印

刷物での利用等、各用途に合わ

せたデータとする必要があり、

さらに、データを委託により作

成する場合には、作成するデー

タの内容を仕様書により明確に

定めておく必要がある。 

しかしながら、各契約を見る

と、①データ作成に必要な仕様

を仕様書に記載していない、②

用途に応じた適切な仕様となっ

ていない、③受託者に行わせる

業務を仕様書に明確に記載して

いないものが認められ、適正で

ない。 

財団は、各館において、用途

に応じた適切な仕様を定め、受

託者に行わせる業務を仕様書に

明確に記載されたい。 

財団は、令和５年１２月１９日

には、全館の管理職で構成する財

団連絡会議において明確な仕様

内容を定める必要性などについ

て周知・徹底するとともに、同

月２１日には、全館の管理係長・

経理係長に対しても同内容を周

知・徹底した。加えて、令和６年２

月９日開催の経理担当者会議に

おいても、明確な仕様内容を定め

る必要性などについて改めて周

知・徹底した。【２－エ】 

これらの周知により、写真美術

館では、令和６年度の収蔵作品の

デジタルデータ化のための契約

において、用途に応じたデータの

仕様を定めるなど、仕様を見直し

た。 

さらに、財団は、他団体等に対

して収蔵作品をデジタルデータ

化する際の仕様調査を行い、主な

用途ごとに、参考となるデータの

仕様を整理した。また、その仕様

例をデータ化委託時の仕様書作

成に当たって参考とするよう、令

和７年１月２２日に財団内各施

設宛てに周知した。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎    ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

9 

福祉局（社会福

祉法人東京都社

会福祉事業団） 

消防用設備につ

いて不良と判定

された箇所の是

正をすべきもの 

石神井学園は、委託契約によ

り、消防法の規定等に基づく消

防用設備等の点検を実施してい

る。 

点検結果等について見たとこ

ろ、自動火災報知設備など、不

良と判定された消防用設備につ

いて、監査日現在、対応がされ

ていないことが認められた。こ

れらは、遡って確認できる平

成３０年の点検から指摘されて

いるものであり、少なくとも５

年にわたって対応がされていな

い状況となっており、利用者等

の安全を損なう可能性がある状

態が継続していることは、適正

でない。 

学園は、消防用設備の不良と

判定された箇所について、速や

かに必要な改善を行われたい。 

学園は、消防設備の不良箇所に

ついて、令和６年１月１５日、同

月１８日、同年２月１日及び同

年４月１２日に調査を実施した。

調査結果を踏まえて改修内容を

決定し、令和６年８月２７日付け

で消防設備不良箇所の改修工事

契約を締結し、同年１１月２９日

に消防設備の交換や地中埋設幹

線の引換工事等を完了した。しか

し、工事履行時において、非常用

消防設備に係る地中幹線につい

て調査時点では判明しなかった

要工事箇所が判明したため、令

和７年１月２４日付けで追加工

事契約を締結し、同年３月５日に

工事を完了実施し、同月２５日付

けで検査を完了した。【１－イ】 

学園は、消防用設備等の点検時

において不良とされた消防設備

がある場合は、改修等の対応を早

急に実施し、適切な消防用設備の

維持管理を行う旨、令和７年２

月２６日付通知文により周知し

た。 

事業団は、指定管理施設及び自

主運営施設の全施設に向け、令

和５年１２月８日付経営者会議

において「令和５年財援監査結果

報告（案）」を示し、事業団内で

同様の事案が起きないよう注意

喚起を行うとともに、令和６年２

月２８日付契約担当者向け事務

説明会及び同年９月１１日付経

理事務説明会において、改めて指

摘事案を説明し、再発防止ととも

に、令和７年３月１２日付けで施

設の安全性の確保について周知

した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ◎      ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

10 

福祉局（社会福

祉法人東京都社

会福祉事業団） 

電気工作物の点

検結果において

不適合とされた

箇所について速

やかに対応を行

うべきもの 

事業団は、電気事業法に基づ

いて、事業用電気工作物の保安

規程を定めている。当該規程に

は、点検等により不適合又は不

適合のおそれがあると判断され

た場合は、速やかに修理等を行

い、常に技術基準に適合するよ

う維持するものとすることが定

められている。 

ところで、七生福祉園及び八

王子福祉園における令和４年度

の点検結果報告書を確認したと

ころ、両園において、蓄電池設

備等の電気工作物に不適合が指

摘されているにもかかわらず、

対応がされていないことが認め

られた。このような状況は、「常

に技術基準に適合する」と定め

る規程に照らして適正でない。 

両園は、電気工作物の点検結

果において不適合とされた箇所

について、速やかに必要な改善

を行われたい。 

七生福祉園は、修理委託を行う

等により、令和６年２月８日まで

に全ての不適合が解消した。 

八王子福祉園は、点検での不適

合箇所について、非常用仮設発電

機の借入や低圧関係絶縁抵抗の

不適合箇所の閉鎖を実施する対

応を行った。また、スプリンクラ

ー用過電流ブレーカートリップ

不良について、令和６年８月２６

日に修繕契約を締結し、同年１１

月２６日に修繕を完了した。【１

－イ】 

事業団は、今後、点検で指摘を

受けた場合は、指摘事項の緊急

度・優先度について十分に精査

し、早急に対応することとし、令

和５年１２月８日付経営者会議

において「令和５年財援監査結果

報告（案）」を示し、事業団内で

同様の事案が起きないよう注意

喚起を行った。また、指定管理施

設及び自主運営施設の全施設に

向け、令和６年２月２８日付契約

担当者向け事務説明会及び同

年９月１１日付経理事務説明会

において、改めて指摘事項を説明

し、再発防止とともに、令和７

年３月１２日付けで施設の安全

性の確保について周知した。 

さらに八王子福祉園において

は、今後、点検で指摘を受けた場

合は、指摘事項の緊急度・優先度

について十分に精査し、早急に対

応することとし、修繕工事完了

後、改めて、令和６年１１月２９

日付通知文を発出し、再発防止の

取組について指示し、注意喚起を

行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ◎      ○ 
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〔令和５年行政監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

11 

産業労働局（多摩

産業交流センタ

ー指定管理共同

企業体） 

多摩産業交流セ

ンターにおける

ホームページの

ウェブアクセシ

ビリティを確保

すべきもの 

 局は、指定管理者に、多摩産

業交流センターの施設情報や利

用案内等を掲載したホームペー

ジを業務委託契約により作成さ

せ、ホームページの管理運営を

指定管理業務として行わせてい

る。 

 このホームページについて、

「東京都公式ホームページ作成

に関する統一基準（改訂版）」

を踏まえたウェブアクセシビリ

ティ対応となっているか確認し

たところ、音声読み上げソフト

などで視覚障害者等に伝わるよ

うになっていないことや、分か

りやすさを重視したアイコン、

用語を使用していないなど、弱

視者や色覚障害者への配慮等が

されていないことが認められ

た。 

 局及び指定管理者は、多摩産

業交流センターにおけるホーム

ページのウェブアクセシビリテ

ィを確保されたい。 

 指摘の発生原因は、局が仕様書

に東京都公式ホームページ作成

に関する統一基準（改訂版）に基

づく記載をしていなかったため

である。 

 指定管理者は、令和７年３月に

ウェブアクセシビリティを確保

したホームページのリニューア

ルを行った。【１－エ】 

 ホームページのリニューアル

に合わせ都の統一基準の確認を

行い、令和６年１１月にその基準

に基づいたウェブアクセシビリ

ティ方針の策定を行った。 

 局は、仕様書に最新の基準類に

沿って行うよう記載した。また、

基準類の改正が行われた際には、

速やかに指定管理者へ通知をす

ることとした。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

12 

建設局（公益財団

法人東京都公園

協会） 

公園ガイドにお

けるバリアフリ

ー対応状況等の

情報を的確に発

信すべきもの 

 公園ガイドは、局が所管する

公園、庭園、動物園、植物園、

霊園等について、交通案内や公

園案内図、見どころのほか、有

料公園・施設の料金、休園日、

開園時間、入場料、駐車場、公

園のスポーツ施設等の利用案

内、バリアフリー対応状況等の

情報を掲載しており、これらの

情報を事前に提供することを主

眼としている。 

 こうした情報発信は、高齢者、

障害者を含めた全ての人の円滑

な公園利用の支援に有効である

が、公園ガイドの内容について

みたところ、公園案内図にトイ

レ及び障害者等用駐車場区画の

表示が不足している事例、高齢

者・障害者対応飲用水栓、エレ

ベーターのバリアフリー対応状

況の情報と現場の状況や公園案

内図との間に相違がある事例が

見られた。 

 このため、現地の状況を的確

に把握し、正確な情報を発信す

る必要がある。また、公園ガイ

ドの更新・発行は２年ごとであ

るが、東京都ホームページに掲

載しているデータについては、

更新までの間、掲載情報の変更

が発生した場合には、変更情報

について周知することも必要で

ある。 

 局は、公園ガイドにおけるバ

リアフリー対応状況等の情報を

的確に発信されたい。 

 本件は、関係部署における最新

情報を反映させるチェック体制

が不足していたことが原因であ

る。 

 公園緑地部は、東京都ホームペ

ージで正確な情報を発信するた

め、公園ガイドの掲載ページ上

に、「※最新情報は、各園のＨＰ

でご確認ください。」の一文を追

記した。 

 また、部は、令和７年１月９日

に、今後も同様の誤りが起きない

よう、各事務所及び指定管理者に

通知し、新たに作成した「都立公

園ガイド作成にあたってのチェ

ックリスト」を踏まえ、両者で現

地や他ページとの整合性等を確

認することとした。【２－ウ】 

 さらに、公園緑地部は、「「都

立公園ガイド令和７～８年度版」

版下データ作成委託」を締結し、

公園案内図やバリアフリー対応

状況に関する正確な情報を反映

し、令和７年３月に内容を確定し

た。【１－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

13 

建設局（公益財団

法人東京都公園

協会） 

公園サイン設計

の手引きを改訂

し社会事情に対

応した基準等の

改正を反映した

案内表示をすべ

きもの 

 局は、利用者・来園者の立場

に立ち、必要な情報を的確に分

かりやすく伝え、公園により親

しんでいただけるよう、魅力的

かつ安全なサインの計画・設計

を目指し、「公園サイン設計の

手引き」（平成３０年３月。以

下「手引」という。）を策定し、

公園等を所管している東部・西

部公園緑地事務所及び管理運営

を行っている指定管理者に配布

している。 

 手引の適用範囲は、局が所管

する公園、庭園、動物園、水族

園、霊園等のサインに係る計画・

設計である。手引には、公園内

を案内する案内図等の表示方法

や使用する案内用図記号（以下

「ピクトグラム」という。）な

どが記載されている。 

 また、手引の作成に当たって

は、施設整備マニュアルや、「JIS 

Z8210 案内用図記号」などの基

準等に準拠、又はこれらを参照

したとしている。 

 ところで、令和３年３月に国

土交通省の「高齢者、障害者等

の円滑な移動等に配慮した建築

設計標準」が見直されたことを

踏まえ、福祉のまちづくり条例

においても、トイレの出入口の

表示について、車椅子使用者用

トイレの設備及び機能を表示す

る旨の規則改正を行った。これ

を反映し、施設整備マニュアル

を更新している。 

 また、令和２年５月に経済産

業省が「JIS Z8210 案内用図記

号」に、「男女共用お手洗」等９

つのピクトグラムを追加してい

る。 

 しかしながら、手引は、作成

に当たって準拠・参照している

基準等の改正等を反映した改訂

を行っておらず、適切でない。 

 また、高井戸公園の園内案内

板及び園内マップの車椅子使用

者用トイレのピクトグラムの日

本語表記について、修正可能で

あるにもかかわらず、これを行

っておらず、適切でない。 

（次頁へ続く） 

 本件は、国の基準等の改定につ

いて局の確認と周知の不足が原

因と考えられる。 

 公園緑地部は、東西公園緑地事

務所及び指定管理者に対し、令

和５年１１月１５日付通知文に

より、基準等の改正を踏まえて手

引で定めた取扱いの一部を改め

ることを周知した。【１－エ】 

 また、部は、指定管理者である

公益財団法人東京都公園協会に

対して、令和６年２月２日付けで

高井戸公園の園内案内板及び園

内マップの表示について、令和６

年度早期に表示内容の修正を行

うよう依頼した。さらに、青山霊

園の男女共用トイレの表示につ

いて、他の案内板の修正の機会等

に合わせて、修正できるか検討す

るよう依頼した。 

 これを踏まえて東京都公園協

会は、公園緑地部の依頼に基づ

き、青山霊園については令和６

年９月に、高井戸公園については

令和７年３月に修正を完了した。

【１－イ】 

 部は、令和７年３月１４日に、

「公園サイン設計の手引き」を、

東京都福祉のまちづくり条例施

設整備マニュアル（令和５年１０

月改訂版）といった最新の基準類

等との整合を図り、その内容を十

分に反映した手引となるよう改

訂し、同日付けで東西公園緑地事

務所及び指定管理者に通知し運

用を開始した。【２－ウ】 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

13 

建設局（公益財団

法人東京都公園

協会） 

公園サイン設計

の手引きを改訂

し社会事情に対

応した基準等の

改正を反映した

案内表示をすべ

きもの 

（前頁から） 

 さらに、青山霊園の立山地区

の男女共用トイレの表示につい

て、修正に向けた検討を行って

おらず、適切でない。 

 こうしたことは、手引が改訂

されていないことに起因するも

のであり、準拠・参照している

基準等の改正等を反映し、手引

の改訂等を適時適切に行う必要

がある。 

 局は、公園サイン設計の手引

を改訂し、社会事情に対応した

基準等の改正を反映した案内表

示をされたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ◎  ○   ○  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

14 

建設局（公益財団

法人東京都公園

協会） 

※指定管理者に

おけるマニュア

ルの改訂につい

て 

 指定管理者である協会は、令

和２年３月に、「公園サイン設

計の手引き」に準拠して、それ

まで現場で使用してきた平

成１８年発行の協会の「公園サ

インマニュアル」を、景観に配

慮した新たなデザインに刷新し

た「公園ピクトサインマニュア

ル」を作成している。以後、各

現場においてサインの改修や設

置を行う際には、手引及びマニ

ュアルに基づいて実施すること

としている。 

 マニュアルは、手引に準拠し

たピクトサインのカタログ集を

掲載しており、協会独自のピク

トサインを一部追加している。 

 局の手引が、国の基準等の改

正等を反映した改訂が行われて

いないことから、これに準拠し

ている協会のマニュアルも改訂

されていない状況であるため、

局の手引の改訂や、手引が準拠・

参照している基準等の社会事情

の変化等に対応した改正等を反

映し、マニュアルを改訂するこ

とが望ましい。 

 また、指定管理者は、園内案

内板の軽微な変更に係る修正

や、協会のウェブサイトである

「公園へ行こう！」及び「霊園

さんぽ」に掲載する園内マップ、

公園で配布する園内マップの作

成を行っている。これらについ

ては、マニュアルを参考にして

いるとするが、各園の園内マッ

プや園内案内板の表示に統一性

がない状況となっていることか

ら、園内マップ等の作成に係る

取扱いを定めることが望まし

い。 

 指定管理者は、園内マップ等

に係る取扱いも含めたマニュア

ルの改訂が望まれる。 

 意見・要望事項が生じた原因と

して、これまでマニュアルは作成

しているものの、園内マップ等の

表示に係る統一的な指針がなか

ったことが挙げられる。 

 協会は、令和５年１１月２４日

開催の維持担当係長会において、

手引の取扱いに係る公園緑地部

からの同月１５日付通知文を協

会内に周知し、園内案内板の修繕

や補修の際には、最新基準のピク

トサインを記載することを指示

した。【２－エ】  

 また、令和６年１月にマニュア

ル改訂に向けたＰＴを設置し、同

年３月３１日付けで公園ピクト

サインマニュアルの改訂等に係

る対応方針を定めた。 

 さらに、令和７年３月１４日付

けで国の基準の改訂等を反映し

た公園ピクトサインマニュアル

の改訂及び園内マップ・園内案内

板の取扱いを定めたガイドライ

ンを策定し、同日付けで協会内に

通知し運用を開始した。【２－ウ】 

 令和７年３月１８日開催の公

園事業部部課長会において、マニ

ュアルの改訂内容やガイドライ

ンの内容を周知するとともに、最

新の基準の活用等について改め

て徹底した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 

- 32 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 

措置区分 

15 

建設局（公益財団

法人東京都公園

協会） 

※園内マップ及

び園内案内板の

掲載情報につい

て 

 指定管理者は、園内施設の位

置情報を把握することができる

ように、ホームページと管理事

務所において、園内マップを提

供している。 

 また局は、園内入口等に案内

板を設置し、施設更新の都度、

指定管理者がシールを貼るなど

して、園内案内板の更新を行っ

ている。 

 そこで、園内マップ及び園内

案内板を確認したところ、監査

日現在、次のような点が認めら

れた。 

（１）園内マップや園内案内板

に表示のない施設がある

（車椅子使用者用トイレな

ど）。 

（２）雑司ケ谷霊園の園内マッ

プに記載されている著名人

墓所案内番号が、現地に表

示されている案内番号と不

一致となっている。 

（３）高井戸公園について、（１）

以外にも、水飲み場、あずま

屋（休憩舎）、ベンチの一部

が表示されていない。 

（４）高井戸公園の園内マップ

について、広場名等には日

本語と英語が併記されてい

るものの、アクセスなどは

日本語のみの記載であり、

多言語対応が不十分であ

る。 

 局及び指定管理者は、園内マ

ップ及び園内案内板への掲載情

報をより充実することが望まれ

る。 

 意見・要望事項が生じた原因と

して、これまで園内マップ等の表

示に係る統一的な指針がなかっ

たことが挙げられる。 

 協会は、園内マップ及び園内案

内図について、以下のとおり対応

した。 

（１）高井戸公園については、令

和６年１月１２日までに園内

マップ及び園内案内板に駐輪

場を表示した。また、各霊園

の園内マップの修正を同年９

月に完了した。さらに、各霊

園の表示がない園内案内板に

ついては、シールを貼る暫定

対応を令和７年３月に完了し

た。 

（２）令和５年１１月末までに園

内マップの著名人墓所案内番

号と現地に表示されている案

内番号を一致させた。 

（３）令和６年１月１２日までに

園内マップ及び園内案内板に

不足していた水飲み場、あず

ま屋、ベンチを表示した。 

（４）英語版園内マップを令和５

年１２月に作成し、ホームペ

ージで公開した。【１－イ】 

 また、令和６年１月２４日開催

のエリア担当係長会において、園

内マップ及び園内案内板の作成

や補修を行う際に、掲載内容に不

備がないように複数チェックを

行い、利用者に適正に情報提供を

行うことを徹底するよう周知し

た。【２－エ】 

 さらに、令和７年３月１４日付

けで園内マップ及び園内案内板

の取扱いを定めたガイドライン

を策定し、同日付けで協会内に通

知し運用を開始した。【２－ウ】  

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ○     ◎ ○ 
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〔令和６年定例監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

16 

都市整備局 

※（建築物の耐震

化促進に係る普

及啓発事業につ

いて）ポータルサ

イトのホスティ

ング業務委託に

ついて 

 市街地建築部は、「東京都耐

震ポータルサイト」の運営に当

たり、当該 Web サーバのホステ

ィング業務を委託し、また、液

状化に関する情報公開のため

「建物における液状化対策ポー

タルサイト」の運営に当たり、

このホスティング業務も委託し

ており、いずれの契約も随意契

約である。 

 そこで、これらの契約を合わ

せて１件の契約とすることの可

否について確認したところ、部

は、所管課ごとの契約の方が緊

急時の対応がしやすいとしてい

るが、緊急連絡体制、緊急時の

業務マニュアルや業務フローを

課ごとに定めることにより問題

は生じないものであるから、こ

れらを合わせて１件の契約とす

ることは可能である。また、こ

れらを合わせて１件の契約とす

る場合、東京都契約事務規則に

よる随意契約によることができ

る予定価額（１００万円）を超

えるため、入札により契約手続

を行うこととなり、競争性の向

上及び事務処理の効率化を図る

ことも可能となる。 

 部は、ポータルサイトのホス

ティング業務委託について、契

約をまとめるなどの見直しを検

討することが望まれる。 

 市街地建築部は、令和７年度か

ら、「東京都耐震ポータルサイト」

と「東京都建物における液状化対

策ポータルサイト」について、ホ

スティング業務に加え、更新・維

持管理業務も含め、ポータルサイ

ト運営に関する契約を一本化す

ることとし、この契約を、令和７

年４月１日に締結した。【１－エ】 

 指摘の発生原因は、二つのポー

タルサイトの運用組織が別々で

あったことから、これまでのやり

方を踏襲して所管課ごとに運用

していたためである。 

 局は、令和６年９月３０日、各

部所の監査担当者を集めた会議

で本件指摘内容を周知し、再発防

止の注意喚起を行った。【２－エ】 

 部は、今後、新たにポータルサ

イトを立ち上げる際は、コスト面

や事務処理の効率化などの観点

から十分な検討を行い、必要に応

じて既存の委託業務の中に集約

することを令和７年２月４日の

部課長会で周知した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎    ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

17 

環境局 

消防用設備機器

点検委託に係る

契約手続を見直

すべきもの 

 廃棄物埋立管理事務所は、管

理する施設の消防用設備等の点

検について、２件の随意契約に

より委託契約を締結している。 

 ところで、消防用設備等の点

検の周期は、消防庁告示により、

機器点検は６か月ごと、総合点

検は年１回と決められているこ

とから、所が両契約を２件の随

意契約に分ける必要性はなく、

合わせて１件の契約とすること

等の対応が可能である。 

 この結果、規則で定める随意

契約によることができる予定価

格の額（１００万円）を超える

ため、入札により契約手続を行

うこととなり、競争性の向上及

び事務処理の効率化を図ること

ができる。 

 消防用設備点検は、消防用設

備ごとに点検の期間、方法、結

果報告書様式並びに基準が消防

庁告示等で定められており、法

定点検の仕様変更を想定して両

契約を２件の随意契約に分ける

という事情は確認できなかっ

た。 

 所は、消防用設備機器点検委

託に係る契約手続を見直された

い。 

 指摘の発生原因は、複雑な施設

の点検等に係る仕様書の確定を

その都度契約直前に行ってきた

所の契約手続によるものである。 

 所は、令和６年６月１１日に所

内業務連絡会を開催し、本件の指

摘事項について職員に周知した。

また、他の業務委託等の内容を再

点検し、統合可能なものは令和７

年度から統合するよう同会にお

いて指示し、指示に基づき各担当

において再点検を行い再発防止

を図った。【２－エ】 

 さらに、今回の指摘を受けて、

庁舎施設管理・保守業務委託と本

件消防用設備機器点検委託を統

合し、入札による契約とすること

で安全性を十分確保しつつ、競争

性の向上及び事務処理の効率化

を図ることとし、令和７年１

月１５日付けで入札を行い、同

年４月１日付けで契約を締結し

た。【２－イ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎  ○ 

- 35 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

18 

保健医療局 

(看護師等修学資

金について)貸与

者台帳に必要事

項を記載すべき

もの 

 医療政策部は、都内の看護職

員の確保等を図ることを目的と

して、看護師等修学資金制度を

設け看護師等養成施設等に在学

し、将来都内で看護業務に従事

する意思がある者に対し、修学

資金を貸与している。 

 東京都債権管理マニュアルで

は、債権を適正に管理するため、

台帳・帳票の整備について規定

しており、債権発生日、最終納

付日、当初償還期限、時効起算

日、所在調査の結果、交渉経緯

などを債権管理台帳に記載する

こととしている。部では、看護

師等修学資金の貸与者台帳を整

備し、債権管理を行っている。 

 そこで、貸与者台帳について

確認したところ、以下の問題点

が認められた。 

（１）貸与者台帳に記載欄が設

けられていないため、時効

起算日が記載されていな

い。 

（２）所在不明となった債務者

の所在調査を行った案件に

ついて、貸与者台帳にその

状況の記載がないものが２

件認められた。 

 債権管理マニュアルで記載が

求められている事項について、

貸与者台帳への記載が漏れてい

たことは債権管理上適正でな

い。 

 部は、貸与者台帳に必要事項

を記載されたい。 

 所在調査についての記載が漏

れていた２件については、令和６

年８月５日に記載を行った。 

 貸与者台帳は看護師等修学資

金貸与事務システムから出力し

ている帳票であることから、令

和７年３月３１日までに現行の

看護師等修学資金貸与事務シス

テムを改修し、システム上で時効

起算日を把握・管理できるように

するとともに、貸与者台帳に時効

起算日の項目を設けた。【１－エ】 

 また、令和８年４月からの稼働

を予定している次期看護師等修

学資金貸与事務システムにも上

記の仕様が引き継がれるよう、令

和７年４月から実施する設計開

発委託における機能要件に時効

起算日の機能を含めた。【１－エ】 

 指摘の発生原因は、「看護師等

修学資金の債権管理に係るマニ

ュアル」の内容について、「東京

都債権管理マニュアル」で定める

方法の詳細の記載が不足してい

たためである。 

 医療政策部は、時効起算日及び

所在調査の結果を貸与者台帳に

記載するよう、看護師等修学資金

の債権管理に係るマニュアルを

改定し、令和６年７月２２日から

適用している。【２－ウ】 

 あわせて、令和６年９月５日開

催の担当者会議において、注意喚

起を実施するとともに、本指摘を

受け、局は同月１１日付通知文に

より債権管理に係るマニュアル

について、各所管部署において内

容点検を行うよう、各部・所への

注意喚起を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

19 

産業労働局 

消防設備定期点

検保守委託の仕

様書を適切に作

成すべきもの 

 城南職業能力開発センター

は、センター内に設置されてい

る消火器７２本（加圧式消火

器２９本、蓄圧式消火器４３本）

等の消防用設備について、消防

法で定められている定期点検等

の実施及び保守を行うため、委

託契約を締結している。 

 そこで、本契約について見た

ところ、次のとおり適切でない

状況が認められた。 

（１）消火器の機器点検の際に

実施する内部及び機能に関

する機能点検については、

器種、加圧方式、製造年から

の経過年数により分類し、

点検本数を算定する。しか

しながら、仕様書では、全消

火器本数の２０％に当たる

本数で算定していることか

ら、機能点検本数を９本過

大に記載している。 

（２）消火器の放射能力に関す

る放射点検については、機

能点検本数のうち、５０％

以上に対して行う。しかし

ながら、アのとおり、機能点

検本数を過大に記載してい

る結果、放射点検本数も３

本過大に記載している。 

 センターは、消防設備定期点

検保守委託の仕様書を適切に作

成されたい。 

 指摘の発生原因は、消防用設備

等の点検の基準についての認識

に誤りがあったためである。 

 センターは、仕様書へ記載する

事項について見直しを行い、令

和７年４月１日付けで令和７年

度契約を締結した。 

 また、センターは、令和６年度

の契約について、点検本数を見直

し、契約変更を行った。【２－イ】 

 局は、令和６年９月２日付通知

文により、当該指摘事例や経理事

務等の留意点について局内へ周

知した。 

 雇用就業部は、令和６年９月５

日付通知文により、各所に対し注

意喚起を図った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎  ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

20 

港湾局 

消火器具等点検

委託の仕様書を

適切に作成し、履

行確認を適切に

行うべきもの 

 東京港管理事務所は、港湾施
設１４か所に設置されている消
火器６０６本（加圧式消火
器１７本、蓄圧式消火器５８９
本）等の消防用設備について、
消防法で定められている定期点
検、報告書の作成等を行うため、
業務を委託している。 
 この点検委託を見たところ、
次のとおり適切でない状況が認
められた。 
（１）本委託の仕様書及び契約

書添付資料を見たところ、
半年ごとに年２回行う消火
器の機器点検の際に実施す
る機能点検本数について、
仕様書では、１回の点検に
つき「設置から３年を超え
る消火器（加圧式）及び５年
を超える消火器（蓄圧式）の
うち１割について、また、設
置から８年を超える消火器
（加圧式）のうち２割につ
いて、外観点検と併せて機
能点検を行う。」こととして
いる。 
 しかしながら、契約書に
添付されている「内訳書」及
び所が管理している「機能
点検本数内訳」では、機能点
検の点検本数について、設
置から８年を超える加圧式
の消火器ではなく、誤って
蓄圧式の消火器を抽出し、
その２割の数を点検本数に
加えていた。 
 この結果、年間で１０本
過大に機能点検を行わせて
いた。 

（２）令和６年１月点検実施分
の点検結果報告書を確認し
たところ、十号ふ頭西上屋
の点検票について、消火器
ごとの点検状況が記載され
ている消火器維持台帳で
は、１３本の消火器の機能
点検を実施したことが記載
されているが、点検票の総
括部分には、機能点検の本
数は４本と記載されてお
り、受託者に修正指示を行
わないまま完了検査を合格
としていた。 

 所は、消火器具等点検委託の
仕様書を適切に作成し、履行確
認を適切に行われたい。 

 所は、令和５年度の契約につい
て、受託者から正しい点検結果報
告書の提出を受け、必要書類の確
認を行った。【１－エ】 
 また、令和６年度の契約におい
て、仕様書に添付する「内訳書」
及び所が管理する「機能点検本数
内訳」に消火器の機能点検本数を
正しく記載し、受託者から提出さ
れた機能点検を実施する消火器
の一覧表等を基に、履行確認を適
切に行った。【２－イ】 
 指摘の発生原因は、定例反復的
な委託契約に対する「慣れ」によ
る意識・確認不足である。 
 そのため、所は、令和６年５
月２１日に開催したふ頭運営課
課長代理会において本件の内容
を情報共有し、点検本数その他発
注内容の複数チェックを所内で
行い、履行状況を確実に監督する
ことを申し合わせた。あわせて、
検査員（課長代理職員）に対し契
約案件に係る提出書類の確認の
徹底等、適正な検査の実施を指導
した。 
 局は、令和６年８月２１日実施
の監査結果説明会において、各
部・所の経理担当者に対し、当該
指摘事例等について周知した。
【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ○  ◎  ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

21 

交通局 

適正な消防用設

備等点検結果報

告書が作成され

るよう確認を徹

底するとともに

各駅に点検結果

を共有すべきも

の 

 車両電気部は、地下鉄駅構内

の防災用電路設備について、消

防法及び建築基準法に基づく点

検を委託し、受託者が、「点検

結果報告」と「消防用設備等点

検結果報告書」（法に基づき保

管し３年に１回消防署へ提出）

を各電気管理所へ提出してい

る。 

 浅草線電気管理所及び三田線

電気管理所においてこれらを確

認したところ、以下の問題点が

認められた。 

ア 「点検結果報告」で複数の

誘導灯・非常用照明の不良等

が報告されたが、「消防用設

備等点検結果報告書」では、

全ての項目の点検結果が正常

として作成されていた。 

イ 「点検結果報告」や不良箇

所を示した図面等を各駅へ共

有しておらず、各駅は防災電

路設備の不具合を知り得ない

状況となっている。 

 部は、受託者に適正な消防用

設備等点検結果報告書を作成さ

せ、点検結果を各駅に共有する

よう各所を指導されたい。 

 所は、各報告書の確認を徹底

するとともに、関係する各駅に

点検結果を共有されたい。 

 指摘の発生原因は、防災用電路

設備は各路線の電気管理所が維

持管理しており、同設備の保守委

託契約で発見された不具合等は

「点検結果報告」に基づき補修等

を行っているが、「消防用設備等

点検結果報告書」については、点

検結果との整合を確認せずに駅

に送付していたことである。 

 車両電気部は、令和６年４

月３０日に「消防用設備等点検結

果報告書」の記載方法について、

受託者と部の担当者間で、点検結

果として点検不良の内容を記載

するよう再確認した。 

 また、令和６年６月１９日に開

催した車両電気部が統括する電

力関係部署への連絡会（電力区長

会）にて、今後提出される令和６

年度上期の「消防用設備等点検結

果報告書」について、提出後速や

かに部及び所で「点検結果報告」

との整合について確認し、関係す

る各駅に両報告書を遅滞なく共

有するよう指導した。【２－エ】 

 この指導に基づき、令和６年度

点検結果については、部及び所に

おいて両報告書間の整合を確認

後、令和７年４月９日に、所は各

駅へ両報告書を提出し、点検結果

を共有した。 

 また、部は各駅から両報告書に

係る受領書を提出させ、所と各駅

との情報共有について確認した。

【１－エ】 

 令和７年１月２９日に開催し

た電力区長会にて、消防用設備等

点検結果報告書を適切に管理す

るとともに、点検結果を駅と共有

するよう再度注意喚起した。【２

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎    ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

22 

交通局 

単価契約工事に

おける特殊製品

組合せ代価につ

いて使用方法を

定めた上で内容

を確認すべきも

の 

 自動車部は、バス停留所ガー

ドレール等工事工種別単価請負

工事（単価契約）を締結し、必

要な箇所について補修を指示

し、これを受けて行う工事を実

施している。単価契約工事にお

いては、維持補修に用いる工種

を選定し、単価による契約を行

うが、単価を設定できなかった

材料品を用いる場合には、「特

殊製品組合せ代価」という金額

のみ定めた単価を使用して支払

う仕組みとしている。 

 特殊製品組合せ代価は、使用

する目的と材料品の指定、価格

の決定には十分に留意する必要

がある。そこで、類似する単価

契約工事により道路補修等を行

っている建設局においては、単

価の定めのない工種により施工

する場合の規定を定めている。 

 本件指示工事において特殊製

品組合せ代価を使った指示書及

び工事完了届を見ると、使用し

た特殊製品の内容の記載がな

い、内訳書に労務費の計上がな

いなど特殊製品組合せ代価を使

用したことの必要性、価格の妥

当性などを確認できない状態と

なっており、適正でない。 

 また、このことは、部が、特

殊製品組合せ代価を単価工事で

使用するリスクを看過し、建設

局のような規定を定めていない

ことによるものであり、適正で

ない。 

 部は、単価契約工事において、

特殊製品組合せ代価を使用する

に当たり、その使用方法等につ

いて定めるとともに、使用に当

たっての指示及び内容や価格の

確認を適正に行われたい。 

 指摘の発生原因を自動車部内

で検証した結果、特殊製品組合せ

代価を使用する際には、その使用

方法等を十分に留意する必要が

あるということの認識が不足し

ていた。 

 そのため、自動車部は、令和６

年８月２１日付通知文及び同日

に開催した所長会において、各所

属長に対し指摘内容を周知し、適

正な事務処理について、注意喚起

を行った。 

 また、部は、特殊製品組合せ代

価の使用方法について、建設局の

取扱いを参考に、使用の際には事

前に使用する材料、単価等を記載

した見積書を徴して適切な材料、

価格等であることを確認するこ

ととし、令和６年１２月１日付け

で「バス停留所ガードレール等工

事工種別単価請負工事（単価契

約）における特殊製品組み合わせ

代価運用の手引き」を定めた。【２

－ウ】 

 さらに、令和７年度契約の仕様

書において、特殊製品組合せ代価

を使用する際の取扱いを記載し

たほか、労務費を適切に計上でき

るよう労務費に関する工種を設

けた。【２－イ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎ ○  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

23 

教育庁 

（学校危機管理

計画について）校

内保護の原則を

定めるとともに

情報連絡手段に

ついて保護者へ

周知すべきもの 

各学校では、法に基づき、災

害発生時に職員がとるべき措置

の手順等を定めた「危険等発生

時対処要領」を作成することと

なっており、総務部は、指導部

及び都立学校教育部と連携して

「学校危機管理マニュアル」を

作成し、これを活用して「学校

危機管理計画」を作成するよう

各学校を指導している。 

その後、庁はマニュアルを改

定し、一斉帰宅抑制により保護

者が就業先等に留まる場合は、

原則として児童・生徒を校内に

おいて保護する、また、児童・

生徒及び保護者双方の複数の安

否確認手段や学校との連絡手段

を確保するとし、校長は、これ

らについて保護者にあらかじめ

周知しておくこととしている。 

改定内容への各学校の対応を

見たところ、①危機管理計画に

校内保護の原則を定めていない

（水元特別支援学校、豊島高校、

両国高校、本所高校、臨海青海

特別支援学校）、②校内保護の

原則や災害時の複数の情報連絡

手段について保護者へ周知して

いない（淵江高校、豊島高校、

両国高校、本所高校）状況が認

められた。 

各学校は、災害時に保護者が

安心して就業先等に留まること

ができるよう危機管理計画に児

童・生徒の校内保護について定

め、平時から校内保護の原則や

情報連絡手段について保護者へ

周知されたい。 

総務部は指導部及び都立学校

教育部と連携し、各学校が適切

に危機管理計画を作成し、校内

保護の原則や情報連絡手段につ

いて保護者へ周知するように指

導されたい。 

危機管理計画に校内保護の原

則を定めていなかった豊島高校

ほか４校は、令和６年１０月まで

に学校危機管理計画の改定を行

い、令和７年１月までに全職員へ

改定内容を周知した。 

校内保護の原則や災害時の複

数の情報連絡手段について保護

者へ周知していなかった両国高

校ほか３校は、学校のホームペー

ジに掲載している学校危機管理

計画を改定するなどの対応を行

い、令和７年３月までに保護者連

絡用に使用しているアプリを用

いるなどして保護者へ周知を行

った。新入生に対しても保護者説

明会等の場を活用し、保護者への

周知を行っていく。【１－エ】 

総務部、都立学校教育部及び指

導部は、当該指摘の原因は、帰宅

困難者対策条例に基づく生徒の

校内保護の原則を学校危機管理

計画に適切に反映させた上、この

ことについて、複数の情報連絡手

段とともに保護者へ周知するよ

う、学校に対し、周知及び注意喚

起が不足していたことであると

し、令和６年９月９日付通知文に

より監査指摘内容を全都立学校

へ周知し、対応ができていない学

校への注意喚起を図った。 

さらに、総務部は、同年１０

月１１日に学校危機管理マニュ

アルを改定した際に、災害時の家

庭との連携や情報連絡手段に係

る記載を詳細にし、全都立学校へ

周知した。また、同月２３日に全

都立学校を対象に説明会を実施

し、校内保護の原則等について改

めて説明するとともに、注意喚起

を行った。 

加えて、毎年度、校長に対する

連絡会等の場を活用し、学校危機

管理計画の定期的な見直しや保

護者への周知等について注意喚

起を行っていく。【２－ウ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ○   ◎  
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対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

24 

教育庁 

（学校危機管理

計画について）電

気等ライフライ

ンの安全対策を

発災時に速やか

に行えるよう準

備すべきもの 

各学校では、法に基づき、災

害発生時に職員がとるべき措置

の手順等を定めた「危険等発生

時対処要領」を作成することと

なっており、総務部は、指導部

及び都立学校教育部と連携して

「学校危機管理マニュアル」を

作成し、これを活用して「学校

危機管理計画」を作成するよう

各学校を指導している。 

発災時、ライフラインに係る

学校施設・設備を適切に保全す

ることは、児童・生徒の安全確

保のほか、避難してくることが

予想される地域住民の安全を守

る上で重要である。そのため、

庁はマニュアルにおいて、一般

的な電気・ガス・上水道の安全

確認の手順を記載し、発災時に

安全対策を行うために、分電盤、

ガス緊急遮断弁等学校ごとに必

要となる配置図を作成し、容易

に活用できる場所に保管、掲示

するとしている。 

しかしながら、一部の学校（大

島高校、一橋高校、小石川中等

教育学校、豊島高校、両国高校、

青梅総合高校、本所高校、葛飾

盲学校、水元特別支援学校、臨

海青海特別支援学校）において、

配置図の作成や掲示を行ってい

ない等発災後速やかに安全確認

を行える状況となっていないこ

とが認められた。 

各学校は、配置図を事前に準

備、掲示して手順と併せて確認

する等、発災時に速やかに安全

対策を行えるよう準備された

い。 

総務部及び都立学校教育部

は、各学校が電気等ライフライ

ンの安全対策を発災時に速やか

に行えるよう指導されたい。 

大島高校ほか９校は、令和６

年１２月までに、ライフラインに

係る配置図の作成や見直しを行

い、職員室や経営企画室等容易に

活用できる場所に掲示したり、安

全確認の手順書を作成したりす

る等発災時に速やかに安全対策

を行えるよう準備した。【１－エ】 

総務部及び都立学校教育部は、

当該指摘の原因は、発災時、ライ

フラインに係る学校施設・設備を

適切に保全することの重要性に

ついて、学校に対し、周知及び注

意喚起が不足していたことであ

るとし、令和６年９月９日付通知

文により監査指摘内容を全都立

学校へ周知し、対応ができていな

い学校への注意喚起を行った。 

さらに、総務部は、同年１０

月１１日に学校危機管理マニュ

アルを改定した際に、ライフライ

ンに係る配置図例を見やすくす

るなどし、全都立学校へ周知し

た。また、同月２３日に全都立学

校を対象に説明会を実施し、ライ

フラインの安全対策について改

めて説明するとともに注意喚起

を行った。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ○   ◎  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

25 

教育庁 

（学校危機管理

計画について）教

職員の危機管理

研修を適切に行

うべきもの 

各学校では、法に基づき、災

害発生時に職員がとるべき措置

の手順等を定めた「危険等発生

時対処要領」を作成することと

なっており、総務部は、指導部

及び都立学校教育部と連携して

「学校危機管理マニュアル」を

作成し、これを活用して「学校

危機管理計画」を作成するよう

各学校を指導している。 

庁はマニュアルにおいて、各

学校の校長は、校内研修計画に

危機管理に関する研修を定めて

実施するとしている。そこで、

豊島高校及び淵江高校の危機管

理に係る研修の実施状況を確認

したところ、研修を行っていな

い状況が認められた。 

特に、危機管理計画に基づく、

災害発生時の教職員の役割や初

動体制を確認するための研修

は、災害発生時における児童・

生徒の安全を確保し、被害を最

小限にとどめるため、年度当初

に実施しておく必要がある。 

両学校は、教職員の危機管理

研修を適切に行われたい。 

総務部及び指導部は、各学校

が教職員の危機管理研修を適切

に行うよう指導されたい。 

豊島高校は令和６年７月１７

日に、淵江高校は同年９月２日

に、災害時の体制や役割分担等危

機管理に係る研修を実施した。

【１－エ】 

総務部及び指導部は、当該指摘

の原因は、災害発生時の教職員の

役割や初動体制の確認、効果的な

避難訓練の実施方法等を主題と

した研修の必要性について、学校

に対し、周知及び注意喚起が不足

していたことであるとし、令和６

年９月９日付通知文により監査

指摘内容を全都立学校へ周知し、

対応が出来ていない学校への注

意喚起を行った。 

また、総務部は、同年１０

月１１日に学校危機管理マニュ

アルを改定し、年度当初に危機管

理計画の研修を行うこと等を定

めた。同月２３日に全都立学校を

対象に説明会を実施した際に、危

機管理研修について改めて説明

するとともに、注意喚起を行っ

た。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ○   ◎  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

26 

教育庁 

※（学校危機管理

計画について）学

校危機管理マニ

ュアルについて 

各学校では、法に基づき、災

害発生時に職員がとるべき措置

の手順等を定めた「危険等発生

時対処要領」を作成することと

なっており、総務部は、指導部

及び都立学校教育部と連携して

「学校危機管理マニュアル」を

作成し、これを活用して「学校

危機管理計画」を作成するよう

各学校を指導している。 

庁はマニュアルにおいて、各

学校は、地域の実情や学校の特

性を踏まえた危機管理計画を作

成するとしている。しかし、各

学校の危機管理計画を見たとこ

ろ、浸水等の被害想定のある地

域の学校における避難経路の設

定や浸水対策等が定められてお

らず、地域の実情を踏まえた内

容となっていない状況が認めら

れた。 

これは、マニュアルが定めて

いる危機管理計画に記載するべ

き項目には、危機管理の前提と

なる学校の立地や被害想定等地

域の実情や、校舎・設備の状況

等学校の特性に関する項目がな

く、学校が危機管理計画を作成

する際に想定するべき各学校の

リスク等についての確認がなさ

れていないことが一因と考えら

れる。 

総務部は、指導部、都立学校

教育部と連携し、学校の立地や

被害想定等を危機管理計画に記

載するべき項目としてマニュア

ルに定め、優良な危機管理計画

の事例を研修で共有するなど、

学校が、地域の実情等を踏まえ

た危機管理計画を作成し、常に

見直していくことができるよう

継続して指導することが望まれ

る。 

総務部は、学校危機管理マニュ

アルを適宜更新していなかった

ことや、地域の特性等を踏まえ危

機管理計画を見直す必要性につ

いて、定期的な学校への注意喚起

が不足していたことが原因であ

るとして、都立学校教育部及び指

導部とともに、令和６年９月９日

付通知文により監査指摘内容を

全都立学校へ周知し、対応が出来

ていない学校への注意喚起を行

った。 

また、総務部は、同年１０

月１１日に学校危機管理マニュ

アルを改定した際に、文部科学省

が示すガイドライン等に基づき、

地域や学校、学区の現状や、津波・

高潮・液状化等危機管理の前提と

なる危機事象等を危機管理計画

に記載する項目として定めると

ともに、通学路等安全確認を行う

際には、災害時の学校を取り巻く

リスク等を基礎知識として把握

しておくことが重要となる旨等

を定め、全都立学校へ周知した。

同月２３日には、全都立学校を対

象にした説明会において、改定内

容を改めて説明し、注意喚起を行

った。 

今後も、毎年度、校長に対する

連絡会等の場を活用し、学校危機

管理計画の定期的な見直し等に

ついて周知していく。【２－ウ】 

さらに、指導部は、令和７年２

月１３日の校長連絡会において

学校危機管理計画の作成につい

て注意喚起を行った。あわせて、

学校危機管理計画に係る研修に

ついては、令和７年度東京都立学

校長研修及び令和７年度東京都

立学校副校長研修での実施に向

け、その内容を総務部と指導部と

で調整し、同年３月１８日に研修

に関する事業計画を策定した。

【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 

- 44 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

27 

教育庁 

（災害用備蓄品

について）災害用

備蓄品の管理を

適切に行うべき

もの 

都立学校教育部は、地震等非

常災害が発生し、都立学校に在

籍する児童・生徒等の帰宅が困

難になった場合、通学路の安全

確認又は保護者等への引渡しが

できるまでの概ね３日間程度、

食糧・飲料水及び毛布等の災害

用備蓄品を都立学校に備蓄する

とし、備蓄品取扱要綱を定めて

飲料水や食糧等を配備してい

る。 

また、プールの水を飲用に使

用するためのろ水器や、停電対

策用の非常用発電機等を各学校

へ配備している。さらに、一時

滞在施設及び災害時帰宅支援ス

テーションに指定されている学

校については、総務局及び都立

学校教育部より必要な災害用備

蓄品が配備されている。 

各学校は、発災時に速やかに

対応できるよう、災害用備蓄品

の一覧表を作成し、定期的に数

量や保管場所等を点検する等適

切に管理する必要があるが、 

（１）備蓄品の記載漏れ（小石

川中等教育学校、水元特別

支援学校、豊島高校、両国高

校） 

（２）消費期限等の記載漏れ（水

元特別支援学校、豊島高校、

両国高校、青梅総合高校） 

（３）カセットボンベの使用期

限切れ（水元特別支援学校、

一橋高校、豊島高校、本所高

校） 

（４）食糧の保証期限切れ（葛

飾盲学校） 

（５）非常用発電機の習熟訓練

を行っていない（淵江高校、

豊島高校） 

（６）毛布の備蓄数について必

要数量の確認を行っていな

い（小石川中等教育学校） 

事例が見受けられた。 

各学校は、発災時に速やかに

対応できるよう災害用備蓄品の

管理を適切に行われたい。 

総務部及び都立学校教育部

は、各学校の災害用備蓄品の管

理が適切に行われるよう指導さ

れたい。 

備蓄品の記載漏れ及び消費期

限等の記載漏れ（本文中の（１）

及び（２））について、小石川中

等教育学校ほか４校は、令和６

年９月までに備蓄品の確認・整理

を行い、記載漏れの備蓄品や記載

漏れの消費期限等を追記するな

ど備蓄一覧表を適切に作成した。 

カセットボンベの使用期限切

れ（本文中の（３））について、

水元特別支援学校ほか３校は、令

和７年３月までに廃棄を行った。 

食糧の保証期限切れ（本文中の

（４））について、葛飾盲学校は、

令和７年２月までに食品ロス対

応として都立学校教育部で履行

するリサイクル処理契約の履行

対象に含め、適切に処分した。 

非常用発電機の習熟訓練（本文

中の（５））について、淵江高校

及び豊島高校は、令和７年３月ま

でに防災訓練の際に実施するな

ど、適切に実施した。 

毛布の備蓄数（本文中の（６））

について、小石川中等教育学校で

は、令和７年９月までに他校が所

有する余剰分の毛布を譲り受け

た。【１－イ】 

また、総務部及び都立学校教育

部は、当該指摘の原因は、各学校

において、備蓄品の管理について

の意識が十分ではなかったため

と考え、令和６年９月９日付通知

文により監査指摘内容を全都立

学校へ周知し、対応ができていな

い学校への注意喚起を図り、併せ

て消費期限等を適切に管理でき

るように備蓄品一覧表の様式を

参考様式として当該通知に添付

した。さらに、都立学校教育部は、

令和７年２月６日の特別支援学

校を対象にした説明会、同月１０

日の高等学校等を対象にした説

明会において、令和７年度に備蓄

倉庫の棚卸や一覧表等の作成を

委託で実施することを説明する

とともに、それまでの間において

も各校でできる限り備蓄品の管

理を適切に行うことなどを改め

て注意喚起した。【２－エ】 1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ◎      ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

28 

教育庁 

防火設備等の不

良箇所への対応

に遅れが出ない

よう建築基準法

第１２条に基づ

く定期点検の履

行確認及び検査

を適正に行うべ

きもの 

各学校経営支援センターは、

建築基準法第１２条に基づき、

管轄する都立学校における建築

物等の定期点検を、委託により

実施している。契約の仕様書に

よると、成果物として、報告書

を印刷物で２部提出（うち対象

校分１部は各対象校に直接提

出）することとされている。 

そこで、対象校への報告書の

提出状況について見たところ、

履行期限後１か月以上経た翌年

度に提出されている状況であっ

た。 

各センターは、対象校が報告

書を受領したことを確認後、検

査を行い合格させるべきとこ

ろ、対象校が報告書を受領した

ことを確認しないまま完了の検

査を行い合格としていることは

適正でない。 

また、各センターが対象校の

報告書受領を確認せず、対象校

の報告書受領が遅れたため、防

火設備等の不良箇所への対応に

遅れが出る等の問題が生じてい

ることは適切でない。 

各センターは、対象校の防火

設備等の不良箇所への対応に遅

れが出ないように、建築基準法

に基づく定期点検について、適

正に履行確認及び検査を行われ

たい。 

当該指摘の原因は、対象校が報

告書を受領したことを各学校経

営支援センターが確認しておら

ず、また、その確認方法を定めて

いなかったことであるため、各セ

ンターは、令和６年９月以前に契

約し、仕様書を変更できない既契

約分については、各センターから

各学校へ、令和６年９月１８日付

通知文により受領確認書様式を

送付し、各学校が受託者から報告

書を受領した際、受領日を記入し

て各センターへ提出するように

依頼し、提出された受領確認書を

確認することで適正な履行確認

を行った。 

令和６年１０月以降の契約案

件については、仕様書に受領確認

書について様式を定め、受託者か

ら各学校に報告書を送付する際、

受領確認書を同封させ、各学校が

受領日を記入してセンターに提

出することで適正な履行確認及

び検査を行った。【２－イ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎   

  

- 46 -



 

 

〔令和６年工事監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

29 

都市整備局 

停留施設におけ

るサイン等の仕

様を設計図書に

明示すべきもの 

 局は、工事請負契約により、

東京 BRT の停留施設の建築工事

を行っており、本工事において、

バス停サイン、ダクトサイン及

び情報案内板等を設置してい

る。本契約の設計図書を見ると、

当該施設に設置するバス停サイ

ン等について、形状、寸法、材

質等の具体的な仕様が明示され

ていなかった。 

 設計図書に仕様が明示されて

いない場合、受発注者間で仕様 

の認識に齟齬
そ ご

が生じる可能性が 

あり、工事目的物に求める品質

が担保されない。また、入札参

加者が工事に係る費用を適切に

見積もることができない。 

 局は、停留施設におけるサイ

ン等の仕様を設計図書に明示さ

れたい。 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある都市基盤部交通企画課にお

いて、入札参加者は具体的な仕様

が明示されていなくても施工現

場近傍の既存施設を基に見積も

ることができると考えたことに

よる。さらに、詳細については契

約後に受注者に指示すれば求め

る品質は担保されると考えてい

たことによる。 

 課は、令和６年１２月１０日の

課内会議にて、意見交換や研修な

ど行い、今後は複数チェックによ

り設計図書を確認するなど、仕様

書や設計図書に漏れがないか確

認し、入札参加者及び受注者に対

してより詳細な設計図書を明示

できるよう周知徹底した。【２－

エ】 

 加えて、課は、新たに発注資料

チェックリストを作成し、複数チ

ェックで特記仕様書や図面の記

載内容を確認することとし、チェ

ック体制を強化した。【２－ウ】 

 また、部は令和６年１２月１７

日の部課長会にて指摘内容を周

知し、注意喚起を行った。【２－

エ】 

 部は、令和７年１月８日、工事

関連課長連絡調整会議にて、指摘

内容を周知し、注意喚起を行っ

た。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      〇 ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

30 

環境局 

急傾斜地崩壊防

止工事の諸経費

の積算を適正に

行うべきもの 

 局は、工事請負契約により、

アンカー工による急傾斜地崩壊

防止工事を行っている。 

 局積算基準（共通編）では、

アンカー工の品質管理試験の費

用は、諸経費のうち共通仮設費

の率計算分に含まれるとしてい

る。 

 本契約の共通仮設費を見る

と、アンカー工の適性試験の費

用は率計算分に含まれている

が、別途積上げで計上したため、

予定価格の積算が過大なものと

なっていた。 

 局は、急傾斜地崩壊防止工事

の諸経費の積算を適正に行われ

たい。 

 指摘の発生原因は、工事主管部

署である自然環境部における積

算基準記載の諸経費説明部分に

関する知見の不足である。 

 そのため、部では、経験の浅い

職員でも要点を押さえられるよ

う、令和６年９月５日に部及び多

摩環境事務所の保全担当者に対

して研修を開催し、本指摘事項を

周知するとともに工事監査にお

ける過去の指摘事例を説明する

など職員間の情報共有を図った。

近年の工事監査における指摘事

項を踏まえ、今後も経験の浅い職

員を対象とした技術研修を実施

していく。【２－エ】 

 また、令和６年９月２日以降、

設計図書をチェックする照査担

当の確認後、課長代理による確認

の徹底に加え、課長代理による設

計者、照査担当への聞き取り確認

としてのヒアリングを実施する

よう、工事設計のチェック体制を

再構築して再発防止を図った。

【２－ウ】 1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ○ ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分  

保健医療局 

設備機器の耐震

支持を是正する

とともに固定用

あと施工アンカ

ーを設置する床

の構造確認につ

いて受注者を適

切に指導・監督す

べきもの 

31 

 局は、工事請負契約により、

病院の冷房に用いる熱源設備の

改修工事を行っている。 

 本契約において、受注者が設

備機器の耐震計算に適用した建

築設備耐震設計・施工指針によ

ると、設備機器を無筋コンクリ

ートにアンカーボルトで固定す

ることは避けるとされている。 

 本契約で新設した動力制御盤

について確認したところ、床か

らかさ上げされた無筋コンクリ

ートに、あと施工アンカーを設

置していたことが判明した。 

 局は、あと施工アンカーを設

置する床の鉄筋の有無につい

て、施工前に十分な現地調査を

行うよう受注者に指示する必要

があった。 

 局は、設置した設備機器が地

震時に転倒しないよう耐震支持

を是正するとともに、固定用あ

と施工アンカーを設置する床の

構造確認について受注者を適切

に指導・監督されたい。 

 本件の是正に際し、受注者に対

して工事請負契約書の契約不適

合責任を請求することができる

か検討した。その結果、①平成６

年の病院建設時のしゅん工図に

は機械室内の床にかさ上げされ

た無筋コンクリートがあること

が明記されていなかった、②設計

部署である旧病院経営本部が設

計段階でこの無筋コンクリート

の存在を認識することができな

かった、③本工事を引き継いだ旧

福祉保健局は、動力制御盤の設置

に当たり受注者から機器承諾申

請書の提出を受けた際、受注者と

ともに現地を確認したが、床が無

筋コンクリートである可能性に

思い至らず、床の構造確認を受注

者に指示せず申請どおりに施工

させた、などの事実を確認した。 

 そのため、都立病院支援部は契

約不適合責任を請求できないと

判断し、令和６年１２月１６日に

耐震支持の別途工事（契約金

額２３万１千円）を契約し、同

月２７日に設備機器の耐震支持

の是正が完了した【１－イ】 

 指摘の発生原因は、建設時のし

ゅん工図に無筋コンクリートが

あることが記載されておらず、工

事監督部署である旧福祉保健局

も受注者も、無筋コンクリートが

あることを認識できなかったた

めである。 

 部は、令和６年１２月１８日部

内会議を開催し、あと施工アンカ

ーを使用し機器を設置する際は、

監督員が床構造の事前確認の徹

底を受注者に求めることを周知

した。また、床構造について不明

確な場合は、複数職員による図面

や現場の確認を行うとともに、監

督員が鉄筋の有無を検査するよ

う受注者に指示することを周知

徹底した。【２－エ】 

 部は、本件指摘事項について、

令和６年１２月２０日開催の指

摘案件の後続工事の関係者会議

で共有するとともに、現場確認の

徹底を受注者及び工事監理者に

指示した。【２－エ】 

（次頁へ続く） 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

31 

保健医療局 

設備機器の耐震

支持を是正する

とともに固定用

あと施工アンカ

ーを設置する床

の構造確認につ

いて受注者を適

切に指導・監督す

べきもの 

 （前頁から） 

 総務部は、令和７年１月２７日

付通知文により本件指摘内容を

局内に周知し、注意喚起を行っ

た。【２－エ】 

 さらに、局は、令和７年４月１

日以降に起工する改修工事案件

について、新たに特記仕様書等に

床構造が不明な場合は事前調査

を行うなどの追記を行うこと、設

計時の確認不足による誤りを防

止するため、工種別積算等チェッ

クリストに新たに床構造の確認

を行う項目を追記すること、ま

た、設計・施工の各段階で他職種

含め複数職員による図面及び現

場確認を徹底することにより同

種事案の再発防止を図った。【２

－ウ】 

 なお、都立病院支援部は、独立

行政法人化以後、一部の工事を除

いて当該病院の営繕業務を実施

している地方独立行政法人東京

都立病院機構に対して、令和７

年１月３１日に担当者会議を開

催し、本件指摘及びそれに対する

再発防止策について、局の通知文

を踏まえ周知した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ○     ◎ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

32 

産業労働局 

鉄筋組立ての施

工管理について

受注者を適切に

指導・監督すべき

もの 

 局は、工事請負契約により、

林道の整備を行っている。 

 東京都土木工事標準仕様書で

は、鉄筋コンクリートにおける

鉄筋組立てにおいて、構造物の

底面では１㎡当たり４個以上の

スペーサーを設置するとされて

いる。また、工事記録写真撮影

基準では、鉄筋組立完了後のス

ペーサー配置が撮影項目とされ

ている。 

 本契約の工事記録写真を見る

と、スペーサーの配置写真が撮

影されておらず、鉄筋の組立状

況写真では、スペーサーの設置

数量が明らかに不足していた。 

 局は、鉄筋組立ての施工管理

について受注者を適切に指導・

監督されたい。 

 森林事務所担当職員が、令和６

年４月以降、指摘箇所の現場を毎

月目視により経過観察している。

その結果、観察開始時の状況から

変化はなく、スペーサーの設置不

足による影響はみられていない。

今後とも定期的に経過観察を行

っていく。【１－イ】 

 指摘の発生原因は、工事監督部

署である所において、鉄筋組立て

の現場立会い時に確認項目の認

識が不足していたことによる。 

 所は、令和６年３月１８日付通

知文により、工事監査の指摘内容

を周知するとともに、施工中の工

事現場において、スペーサーを適

切に設置し、その設置状況写真を

撮影するよう、周知徹底を図っ

た。また、今後は、工事写真等の

しゅん工図書において、工事記録

写真撮影基準に基づき撮影すべ

き写真が不足していないか監督

員が確認し、不足があった場合は

受注者への指導・監督を徹底す

る。【２－エ】 

 さらに、農林水産部は、令和６

年４月２３日、 林道事業打合せ

会議を実施し、指摘事項について

報告し、各監督員へ鉄筋コンクリ

ート工におけるスペーサーの設

置について、再発防止の周知徹底

を図った。また、今後も同様の工

事を行う際には再発防止に向け

た点検・確認を行うこととした。

【２－エ】 

 加えて、部は、令和６年７月１

日付改定の「森林土木工事基準

書」にスペーサーについての項目

を追記し、施工管理の明確化を図

った。【２－ア】 1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
 ○   ○   ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

33 

産業労働局 

汚水槽清掃で発

生した一般廃棄

物の処理を適正

に行うべきもの 

 局は、庁舎の設備管理業務等

を委託している。 

 本契約の汚水槽清掃で発生し

た一般廃棄物（し尿を含む汚泥）

の処理において、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に基づ

き、局が本委託とは別に一般廃

棄物処理委託契約を締結すべき

ところ、その契約を締結せず、

本委託の受託者にその処理を行

わせていた。 

 局は、汚水槽清掃で発生した

一般廃棄物の処理を適正に行わ

れたい。 

 指摘の発生原因は、委託設計部

署である雇用就業部能力開発課

において、本契約の汚水槽清掃で

発生した一般廃棄物について、別

に一般廃棄物処理委託契約を締

結し処理することを認識してい

なかったためである。 

 課は、令和６年２月８日に、当

該事務を引き継いだ同部調整課

は同年５月２２日に、それぞれ開

催した係会において、指摘内容に

ついて周知し、局で同様事例が指

摘された平成２７年の工事監査

報告書を用い、関係法令等による

廃棄物の適正な処理について再

確認することで再発防止を図っ

た。【２－エ】 

 部は、令和６年６月２６日に当

該庁舎の建物管理委託契約とは

別に、許可業者とそれぞれ汚泥処

理委託契約を締結した。また、他

の庁舎についても、令和６年度に

各所管部署が直接、汚泥処理委託

契約を締結している。【２－イ】 

 雇用就業部調整課は、令和７

年１月１６日に建物管理委託契

約に係るチェックリストを新た

に作成、運用することとし、再発

防止を図った。【２－ウ】 

 総務部は、令和６年７月１１日

に開催した契約事務に係る局全

体の研修において、同様事例につ

いて解説し、注意喚起を行った。

【２－エ】 

 また、部は、令和７年１月２３

日付通知文により、当該指摘内容

及び一般廃棄物の運搬及び処分

の契約に係る留意点について局

内へ周知した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ○ ○ ◎ 
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番
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対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

34 

建設局 

環境施策に基づ
き道路舗装設計
時の材料選定を
適切に行うべき
もの 

 局は、工事請負契約により、
河川両岸の通路部に鋼管を打ち
込み、舗装の一部打換え等を行
っている。 
 東京都建設リサイクルガイド
ラインや東京都環境物品等調達
方針（公共工事）では、車道の
舗装工事にアスファルト混合物
を使用する場合は、原則として
再生加熱アスファルト混合物を
使用することとしている。 
 本契約の設計図書を見ると、
舗装を行う通路は、再生加熱ア
スファルト混合物の使用を検討
すべきところ、新材のアスファ
ルト混合物で設計していた。 
 局は、環境施策に基づき道路
舗装設計時の材料選定を適切に
行われたい。 

 指摘の発生原因は、設計部署及
び工事監督部署である第三建設
事務所が舗装材料選定において
ガイドライン等を十分に確認し
なかったためである。 
 河川部は、令和６年１２月１３
日より、起工時のチェックリスト
に、①舗装工にアスファルト混合
物を使用する場合、再生材を採用
しているか、②新材を採用する場
合は、適切な理由があるか、を新
たに追加した。【２－ウ】 
 また、部は、令和６年１２
月１３日付通知文により適切な
舗装材料選定について局内に通
知し、注意喚起を図った。【２－
エ】 
 所は、令和６年１２月１６日実
施の臨時課長代理会において、部
からの通知文により、適切な舗装
材料選定について周知した。【２
－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 

35 

建設局 

建築工事におけ
る鉄筋のガス圧
接継手部の品質
管理試験につい
て受注者を適切
に指導・監督すべ
きもの 

 局は、工事請負契約により、
霊園の管理所改築工事を行って
おり、その基礎部を鉄筋コンク
リートで施工している。 
 ガス圧接継手部の品質管理試
験について工事関係書類を確認
したところ、次の点が認められ
た。 
（１）外観試験について、圧接

工事施工者が測定器具を用
いて実施したことが、写真
等で確認できなかった。 

（２）抜取試験について、超音
波探傷試験を実施せず、引
張試験を設計図書と異なる
箇所数で実施していた。 

（３）受注者は、選定した試験
機関等について、監督員に
必要な資料を提出していな
かった。 

 局は、設計図書で求める品質
管理試験が施工計画書に適切に
反映されているかを確認すると
ともに、それを確実に実施し記
録を残すよう指導・監督すべき
であった。 
 局は、建築工事における鉄筋
のガス圧接継手部の品質管理試
験について受注者を適切に指
導・監督されたい。 

 指摘の発生原因は、工事監督部
署である西部公園緑地事務所に
おいて、公園工事のガス圧接継手
の施工事例が少ないことによる
ガス圧接継手の品質管理に関す
る理解が不十分であったためで
ある。 
 所において、令和６年１１
月２６日に課内会議を実施し、全
職員に監査結果を周知し、特記仕
様書に定められた品質管理の意
図を十分理解した上で、その内容
を適切に施工計画書へ明記する
ことについて、工事受注者に対し
て指導・監督を徹底した。【２－
エ】 
 また、必要となる品質管理項目
をまとめたチェックリストを新
たに作成し、監督員や工事監理業
務受託者によるチェック体制を
強化した。【２－ウ】 
 公園緑地部は、局内の公園緑地
事務所工事主管課に対して令
和７年１月３１日付通知文によ
り指摘内容を周知し、注意喚起を
行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ○ ◎ 
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
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36 

建設局 

屋根工事におけ

る墜落防止対策

について受注者

を適切に指導・監

督すべきもの 

 局は、工事請負契約により、

霊園の管理所改築工事を行って

いる。 

 労働安全衛生規則では、受注

者は、高さが２ｍ以上の危険な

場所で、囲い、手すり等を設け

ることが困難なときは、親綱な

どの設備を設け、作業員に要求

性能墜落制止用器具をその設備

に取り付けさせなければならな

いとされている。 

 本契約の工事記録写真を見る

と、屋根施工時に親綱などの設

備が設置されていなかった。 

 局は、屋根工事における墜落

防止対策について受注者を適切

に指導・監督されたい。 

 指摘の発生原因は、工事監督部

署である西部公園緑地事務所に

おいて、屋根面での高所作業の安

全管理に関する確認が不足して

いたためである。 

 所において、令和６年１１

月２６日に課内会議を実施し、全

職員に監査結果について周知し、

施工計画書作成時に高所作業に

おける安全対策を明記し、工事受

注者への指導・監督を徹底すると

ともに、監督員による現場立会い

時に、これらの安全対策について

確認することとした。また、今後

は、工事写真等のしゅん工図書に

おいて、安全対策に不備がないか

監督員が確認し、不備があった場

合は受注者に指導・監督を徹底す

る。【２－エ】 

 加えて、工事監理業務委託にお

ける業務日報に、新たに高所作業

安全確認項目等を追記し、高所作

業における安全管理の内容を確

認・報告することとし、監督員に

よる現場立会い時に、これらの安

全対策について確認することと

し、チェック体制を強化した。【２

－ウ】 

 公園緑地部は、局内の公園緑地

事務所工事主管課に対して令

和７年１月３１日付通知文によ

り指摘内容を周知し、注意喚起を

行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ○ ◎ 
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

37 

港湾局 

橋梁等構造物と

の近接施工にお

ける設計時の協

議及び調整を適

切に行うべきも

の 

 局は、工事請負契約により、

鉄道橋等に近接した護岸の補修

工事を行っている。 

 建設工事公衆災害防止対策要

綱では、鉄道敷に近接した場所

等で工事を施工する場合、あら

かじめ鉄道経営者と協議して工

事中における鉄道の保全方法に

ついて決定しなければならない

とされている。また、東京都工

事施行規程では、工事の起工前

に関係方面と工事の施行につい

て調整するとされており、道路

管理者等についても、橋梁等構

造物に近接した箇所における工

事に当たっては、事前の調整が

必要である。 

 本契約の設計図を見ると、施

工箇所の一部が、ＪＲほか鉄

道２路線、首都高及び国道と近

接する場所であったが、局は設

計段階で各施設の管理者と協議

及び調整を行うことなく工事を

発注していた。 

 工事契約後、一部の管理者か

ら近接施工の協議を求められ、

約３か月間工事の一部を一時中

止していた。 

 局は、工事発注前に近接施工

の協議の要否を各管理者に確認

し、施工条件を把握すべきであ

った。 

 局は、橋梁等構造物との近接

施工における設計時の協議及び

調整を適切に行われたい。 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある東京港管理事務所が、鉄道橋

等に近接した補修工事の場合は

各管理者との協議は施工段階の

みで十分と考え、予め設計段階で

協議し、施工条件を把握する、と

いう認識が欠けていたことであ

る。 

 所は、令和６年７月８日付通知

文により、橋梁等構造物との近接

施工における設計時の協議及び

調整の徹底について、所内に以下

を周知し、再発防止の注意喚起を

行った。【２－エ】 

（１）補修工事も含めた全ての工

事の設計段階において、近接

する構造物がある場合には、

施設管理者に対して設計協議

及び近接施工協議の必要の有

無や近接構造物への影響及び

対策等を確認すること。 

（２）設計委託及び工事の特記仕

様書に留意事項として、近接

施工協議が必要であることを

明記し、工事契約後、速やか

に対応できるようにするこ

と。 

 また、港湾整備部は、令和６

年７月１８日開催の「違算等再発

防止対策検討 PT」において、橋梁

等構造物との近接施工における

設計時の協議及び調整について

周知徹底した。近年の工事監査に

おける指摘事項を踏まえた技術

研修を行っているところである

が、さらに、今回の指摘事項を追

加し、研修内容を充実させていく

こととした。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
       ◎ 
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対象局 
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

38 

港湾局 

人孔材料の単価

設定を適正に行

うべきもの 

 局は、工事請負契約により、

防潮堤の整備を行っている。 

 局積算基準では、材料単価は、

局が定める港湾工事設計単価表

によるものとし、局単価に定め

のない場合は、建設局単価、物

価資料、局特別調査、見積りの

順で決定するとしている。 

 本契約の設計書を見ると、局

単価に設定がない人孔の材料単

価について、建設局単価等を確

認することなく、見積りを徴取

して割高な単価を設定していた

ため、予定価格の積算が過大な

ものとなっていた。 

 局は、人孔材料の単価設定を

適正に行われたい。 

 指摘の発生原因は、本件が下水

道施設に関する設計であり不慣

れな工種であったことから、設計

部署である東京港建設事務所に

おいて、単価表等への掲載の有無

や材料単価の採用順位を認識し

ていなかった上、照査時に気付け

なかったことにある。 

 そのため、港湾整備部は、令

和６年７月１８日開催の「違算等

再発防止対策検討 PT」において、

材料単価の設定方法について、今

回の指摘内容を周知徹底した。近

年の工事監査における指摘事項

を踏まえた技術研修を行ってい

るところであるが、さらに、今回

の指摘事項を追加し、研修内容を

充実させていくこととした。【２

－エ】 

 所は、令和６年８月８日に課長

代理会、および設計担当者を対象

とした設計全体会を実施し、局単

価に定めのない単価の設定方法

について、建設局単価、物価資料、

局特別調査、見積りの順で決定す

るとともに、他局単価の有無等に

ついて設計及び照査時の確認を

徹底するよう注意喚起を行った。

【２－エ】 

 また、再発防止策について、「港

湾局積算・照査チェックシート」

に、新たに課内照査会において見

積りを採用した材料等を確認す

る項目を追加し、照査することを

周知・徹底した。【２－ウ】 

 所は、令和６年８月２７日の所

課長会において、材料単価の設定

方法について、今回事例及び再発

防止策を共有し、注意喚起及び再

発防止を行った。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ○ ◎ 
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39 

港湾局 

大型遊具を含む

工事の諸経費の

積算を適正に行

うべきもの 

 局は、工事請負契約により、

海浜公園の修景及び遊具の整備

等を行っている。 

 局積算基準（共通編Ⅰ）では、

大型遊具の製品価格は、工場製

作される橋桁等と同様に、共通

仮設費の率計算の対象に含めな

いとされている。 

 本契約の共通仮設費を見る

と、大型遊具の製品価格を率計

算の対象に含めていたため、予

定価格の積算が過大なものとな

っていた。 

 局は、大型遊具を含む工事の

諸経費の積算を適正に行われた

い。 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある東京港管理事務所において、

本工事で設置した遊具について

は、簡易な構造の遊具であり、大

型遊具に該当しないと判断した

ためである。 

 港湾整備部は、令和６年７

月１８日開催の「違算等再発防止

対策検討 PT」において、大型遊具

の諸経費の積算について、今回の

指摘内容を周知徹底した。近年の

工事監査における指摘事項を踏

まえた技術研修を行っていると

ころであるが、さらに、今回の指

摘事項を追加し、研修内容を充実

させていくこととした。【２－エ】 

 所では、上記の周知に加え、令

和６年１２月３日、新たに「遊具

の諸経費区分フローチャート」を

作成し、施工現場の状況に合わせ

て工場製作されるオリジナルの

大型遊具に該当するか適切に判

定できるようにした。【２－ウ】 

 所は、併せて令和６年１２月９

日に経験の浅い造園職員を対象

に研修を実施し、本事例を共有す

るとともに、遊具の諸経費計算に

おいて適正に区分するよう注意

喚起した。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 
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40 

港湾局 

工作物の改修工

事における石綿

含有建材の事前

調査について受

注者を適切に指

導・監督すべきも

の 

 局は、請負契約により、ボー

ディングブリッジ等工作物の改

修工事を行っている。 

 大気汚染防止法及び石綿障害

予防規則では、工作物の改修工

事の受注者は、あらかじめ、石

綿含有建材の使用の有無の事前

調査を行わなければならないと

されている。 

 本契約の工事関係書類を見る

と、受注者は事前調査を行って

おらず、局も受注者に対して事

前調査を行うよう指導していな

かった。 

 局は、工作物の改修工事にお

ける石綿含有建材の事前調査に

ついて受注者を適切に指導・監

督されたい。 

 指摘の発生原因の１点目は、設

計及び工事監督部署である東京

港管理事務所において、石綿含有

建材の事前調査に関する法令の

理解が十分でなかったことにあ

る。 

 所は、令和６年２月２２日に課

内会議を開催し、石綿含有建材の

事前調査及び報告の徹底につい

て職員に周知し、再発防止の注意

喚起を行った。 

 港湾整備部は、令和６年３

月１１日付通知文により局内工

事主管課に対し、石綿含有建材の

事前調査及び報告の徹底につい

て周知し、速やかに再発防止の注

意喚起を行った。 

 また、令和６年７月１８日開催

の「違算等再発防止対策検討 PT」

において、工事主管部署に対して

今回事例の発生経緯、その後の措

置等を説明することで周知徹底

した。近年の工事監査における指

摘事項を踏まえた技術研修を行

っているところであるが、さら

に、今回の指摘事項を追加し、研

修内容を充実させていくことと

した。【２－エ】 

 部は、令和６年４月の港湾局機

械工事仕様書の改定において、新

たに石綿使用の事前調査及び報

告の追記を行った。【２－ア】 

 指摘の発生原因の２点目は、受

注者の石綿含有建材の事前調査

に関する法令の認識不足である。 

 そのため、所は、令和６年１２

月１７日に開催した所内の工事

の全ての受注者が出席した「工事

安全委員会」において、石綿含有

建材の事前調査及び報告の徹底

について、受注者にリーフレット

配布し、法令に関する説明等を行

い、注意喚起を行った。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
    ◎   ○ 
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41 

東京消防庁 

（杭工事の単価

設定及び任意仮

設の設計変更に

ついて）杭工事の

単価設定を適正

に行うべきもの 

 庁は、工事請負契約により、

宿舎等の新築工事を行ってい

る。 

 本契約における場所打ちコン

クリート杭工事の単価設定につ

いて見ると、次の不適正な点が

認められた。 

（１）見積りにより単価を設定

する場合は、３社以上から

見積りを徴収すべきとこ

ろ、１社からしか徴収して

いない。 

（２）施工費や鋼材費などの単

価設定において、見積単価

と異なる数値を誤って内訳

書に入力しており、予定価

格の積算が過少なものとな

っている。 

 庁は、杭工事の単価設定を適

正に行われたい。 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある総務部において発注積算時

に適正な単価設定となっている

か等について、確認が不足してい

たことによるものである。 

 部は、発注積算時の確認不足等

による誤りを防止するため、庁の

積算チェックリストに新たに、見

積りは３社以上から徴収しその

平均値を単価として設定するこ

と、これによらない場合はその理

由を記録に残すことを追記し、同

種事案の再発防止を図り、令和６

年４月以降の起工案件から適用

している。【２－ウ】 

 また、部は令和６年５月１５日

に令和６年工事監査検討会を開

催し、指摘内容及び杭工事の単価

設定を適正に行うことについて

課内職員に周知徹底するととも

に、起工時に改訂版の積算チェッ

クリストを併せて回付するよう

に運用方法を改め再発防止の徹

底を図った。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ○ ◎ 

42 

東京消防庁 

経年防火水槽再

生工事における

積算を適正に行

うべきもの 

 庁は、工事請負契約により、

経年防火水槽の再生工事を行っ

ており、防火水槽１０基のうち、

水槽Ａ及び水槽Ｂの２基につい

ては、２層張りの炭素繊維シー

トによる補強を行っている。 

 炭素繊維シート工の積算を見

ると、水槽Ａは施工数量を７６

㎡とすべきところを１５３㎡、

水槽Ｂは７４㎡とすべきところ

を１４８㎡と２倍の数量として

いたため、予定価格の積算が過

大なものとなっていた。 

 庁は、経年防火水槽再生工事

における積算を適正に行われた

い。 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある防災部が、設計成果品である

工事数量一覧表に記載された炭

素繊維シート工が既に２層分で

あることが明記されていなかっ

たため、１層であるとの思い込み

から、数量を２倍にしてしまった

ためである。 

 このため、部は、工事数量一覧

表を設計書の種別内訳書に合わ

せて仕様を詳細に記載させるこ

とで、誤った積算が起こらないよ

うに徹底した。【２－イ】 

 さらに、部は、令和６年４月よ

り、新たに積算確認チェックシー

トを作成し、担当者以外の職員も

数量を確認することで、客観的な

複数チェックを行うこととした。

【２－ウ】 

 加えて、部は、令和６年２

月１５日に開催した設計監理係

員会議において、指摘事項及び上

記の再発防止策を関係職員に周

知した。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎ 〇 〇 
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43 

東京消防庁 

（杭工事の単価

設定及び任意仮

設の設計変更に

ついて）任意仮設

の設計変更の取

扱いを適正に行

うべきもの 

 庁は、工事請負契約により、

宿舎等の新築工事を行ってい

る。 

 東京都工事請負契約設計変更

ガイドライン（建築工事編）で

は、任意仮設は、受注者がその

責任において定めるものであ

り、設計図書に明示された条件

が現地条件と異なることが判明

した場合を除き、原則として設

計変更の対象としないとされて

いる。 

 しかし、本契約では、土質柱

状図などの現地条件に何ら変更

がないにもかかわらず、任意仮

設である乗入れ構台を使用しな

い施工方法に設計変更してい

た。 

 庁は、任意仮設の設計変更の

取扱いを適正に行われたい。 

 指摘の発生原因は、工事監督部

署である総務部において任意仮

設の設計変更の取扱いについて

認識が不足していたためである。 

 部は、令和６年４月以降、受注

者と仮設に係る協議を行う際に

用いる施工指示書に仮設に係る

チェック項目を追記することで、

仮設に係る設計変更時のチェッ

ク機能の強化を図った。【２－ウ】 

 部は、令和６年５月１５日に令

和６年工事監査検討会を開催し、

指摘内容を周知するとともに、設

計変更ガイドライン及び施工指

示書を活用し、任意仮設は設計図

書に明示された条件が現地条件

と異なる場合を除き、設計変更の

対象としないことを課内職員に

周知徹底することで再発防止を

図った。また、今後も工事監査検

討会にて、任意仮設における設計

変更の取扱いについて継続的に

注意喚起を行う。【２－エ】 

 部は、毎月実施している課内教

養において、人事異動期等の時宜

を捉えて、経験年数の浅い職員等

に対し経験豊富な職員による工

事監査の指摘事項等に係る技術

教養を実施することとした。【２

－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ○ ◎ 

- 60 -



 

 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

44 

交通局 

工事中止期間の

現場管理に関す

る手続を適切に

行うべきもの 

 局は、工事請負契約により、

都道の空洞対策工事を行ってい

る。 

 局土木工事標準仕様書では、

発注者が工事を一時中止させた

場合において、受注者は中止期

間中の工事現場の維持・管理に

関する基本計画書を発注者に提

出し承諾を得るものとされてい

る。 

 本契約の工事関係書類を見る

と、管理者不明の構造物が確認

されたことから、令和５年３月

から監査日現在まで工事の全部

を中止しているが、中止期間中

の基本計画書が提出されていな

かった。 

 本契約では一部しゅん功の手

続等は行われていないため、局

は、中止期間中の基本計画書を

受注者に提出するよう指導・監

督する必要があった。 

 局は、工事中止期間の現場管

理に関する手続を適切に行われ

たい。 

 本指摘の発生原因は、工事監督

部署である志村保線管理所にお

いて工事中止の際に、中止期間中

の現場管理に関する基本計画書

を速やかに提出させる必要があ

るという認識が不足していたた

めである。 

 そのため、建設工務部は令和６

年５月１４日付通知文により、工

事監査指摘事項及び再発防止に

ついて、関係各課、各事務所へ再

度周知を行った。通知文には、指

摘の経緯、土木工事標準仕様書の

記載内容、再発防止について記載

し、関係各課・事務所の全職員に

周知することで再発防止を図っ

た。【２－エ】 

 所は、通知文を所内に周知する

とともに、令和６年５月２７日の

所内全体会議にて、本件について

説明し、工事中止が発生した際に

は受注者から速やかに中止期間

中の基本計画書を提出させるよ

う周知徹底した。【２－エ】 
1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
       ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

45 

水道局 

材料費の単価設

定を適正に行う

べきもの 

 局は、工事請負契約により新

たな送水管の整備を行ってい

る。 

 局配水管工事積算基準（開削

編）では、見積りによる材料単

価の端数整理は、有効数字を上

位３桁とし、その次の位以下を

切り捨てることとしている。 

 本契約の見積りによる材料費

の単価設定について見ると、鋳

鉄管２６品目は有効数字３桁の

次の位を四捨五入し、鋳鉄管接

合セット２品目は有効数字２桁

とし３桁目以下を切り捨ててい

た。 

 このため、予定価格の積算に

おいて、鋳鉄管材料費が過大、

鋳鉄管接合セット材料費が過少

なものとなっている。 

 局は、材料費の単価設定を適

正に行われたい。 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある建設部において、本工事用に

作成した見積採用価格の表計算

ソフトにおける計算式を誤入力

したことによるものである。 

 部は、令和６年７月２日に多摩

水道改革推進本部や東京水道株

式会社を含めた設計・工務課長代

理会を開催し材料単価の端数整

理について注意喚起を行った。ま

た、部は、令和６年７月２２日課

内会議において改めて材料単価

の端数整理（有効数字）を適切に

行うことを周知した。【２－エ】 

 また、部は、表計算ソフトにお

ける計算式の誤入力を防ぐため、

新たに表計算シート上に見積平

均金額を１円単位まで表示する

列を作成し、計算の過程を確認す

ることで視覚的にミスの発生を

抑制するとともに、令和６年７

月２２日以降、計算シートを課内

で統一し運用することとした。

【２－ウ】 

 さらに、部は、新たに計算シー

ト上に担当者及び確認者のチェ

ック欄を設け、見積採用価格の決

定の際にはチェック済みである

ことを確認するよう変更した。

【２－ウ】 

 加えて、職員部は、令和７年１

月９日付通知文により、局内に対

し監査結果を通知し、指摘事項の

周知徹底及び注意喚起を行った。

【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

46 

下水道局 

地下躯体におけ

る鉄筋の設計を

適正に行うべき

もの 

 局は、工事請負契約により、

雨水ポンプ棟地下躯体の建設工

事を行っている。 

 本工事は、地下躯体を地上で

構築し、ニューマチックケーソ

ン工法により地中に沈下させる

ものであり、施工に支障となる

階段及び床は、所定の深さまで

躯体の設置が完了した後、別途

工事で築造するとしている。 

 しかし、設計図書を見ると、

本工事で築造する壁や梁内にあ

らかじめ配置しておくべき階段

の鉄筋が、本工事の設計図に記

載されておらず、費用も計上さ

れていなかった。 

 局は、地下躯体における鉄筋

の設計を適正に行われたい。 

 建設部は、令和６年６月１０日

に第二基幹施設再構築事務所に

対し、本工事であらかじめ配置し

ておくべきであった階段の鉄筋

を本工事にて施工する旨の工事

変更を依頼した。 

 これを受け、所は、令和６年６

月２１日に受注者に対し、既存の

実施設計の設計図に基づき、階段

部の鉄筋を施工するよう工事変

更の通知を行った。 

 なお、工事変更通知に基づき、

築造する躯体のうち、一部の階段

の鉄筋は令和６年１２月に施工

済みであり、残りの階段の鉄筋に

ついては、順次施工予定である。

【１－エ】 

 指摘の発生原因は、設計部署で

ある部において、別途工事で築造

する主部材でない階段等の施工

について確認が不足していたこ

とである。 

 部は、令和６年４月２３日に開

催した課長代理会において指摘

内容を説明し、後工事との取り合

い部の施工についての確認を確

実に行うよう周知徹底した。【２

－エ】 

 また、令和６年６月３日に積算

チェックリストにあらかじめ配

置しておくべき鉄筋について確

認の項目を追加し、運用を徹底し

た。【２－ウ】 

 さらに、令和６年６月２１日に

工事監査の指摘内容等について

職場研修を実施し、周知した。【２

－エ】 

 再発防止を図るため、計画調整

部は、令和６年１２月１９日に工

事の設計・監督業務等を担当する

職員に対して、工事監査フォロー

アップ研修を実施し、指摘内容や

再発防止の注意喚起を行った。

【２－エ】 1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

47 

下水道局 

仮設電力設備の

積算を適切に行

うべきもの 

 局は、工事請負契約により、

ポンプ棟を整備しており、三期

目として地下部分の建設工事を

行っている。 

 本工事の仮設電力設備は、二

期工事で設置した設備を本工事

完了後も四期以降の工事で引き

続き使用する計画となってお

り、供用期間が１０年以上とな

る予定である。 

 局積算基準（土木共通編）で

は、仮設電力設備に係る費用の

うち、電線などは材料費に損料

率を乗じて算出するなど積算方

法を定めている。また、損料率

は、供用期間が３年未満までは

定めているが、３年以上の場合

は定めていない。 

 本工事の仮設電力設備の積算

について見ると、次の不適切な

点が確認された。 

（１）電線などは、全供用期間

が１０年以上であるが、本

工事の工期の２年未満の損

料率を設定していた。 

（２）仮設電力設備は、本工事

契約前に既に設置していた

が、電線管などの材料費を

計上していた。 

（３）高圧電動機設備は、二期

工事から引き続き使用する

が、損料等が未計上となっ

ていた。 

 以上により、予定価格の積算

において（１）、（２）が過大、

（３）が過少なものとなってい

る。 

 局は、仮設電力設備の積算を

適切に行われたい。 

 指摘の発生原因は、長期間の大

規模工事において継続使用する

仮設電力設備の積算方法につい

て、積算基準の記載内容が十分で

なかったこと、また、設計部署で

ある建設部において、仮設電力設

備の損料について積算基準の内

容を十分に理解していなかった

ためである。 

 部は、令和６年５月２８日に開

催した課長代理会において指摘

内容を説明し、仮設電力設備の積

算にあたって（１）から（３）の

注意点を周知した。【２－エ】 

 部は、令和６年６月３日に仮設

電力設備の損料の計上について

誤りを防止するため、課の積算チ

ェックリストに新たな項目とし

て、工事全体の供用期間を考慮し

て損料率を算出しているか

（（１））、前工事で設置済の仮

設電力設備等を考慮して適正に

計上しているか（（２）、（３））

を追加し、運用を徹底した。【２

－ウ】 

 部は、令和６年６月２１日に工

事監査の指摘内容等について職

場研修を実施し、周知した。【２

－エ】 

 計画調整部は、仮設電力設備の

損料の計上について誤りを防止

するため、令和６年９月２０日か

ら積算システムの入力画面上に、

積算にあたっての留意点を表示

し、（１）、（２）の注意喚起を

促すようにした。【２－ウ】 

 また、部は、仮設電力設備の損

料の計上について誤りを防止す

るため、令和６年１０月に、２工

事以上にわたり継続使用する仮

設物・仮設備の積算方法につい

て、（１）に関する積算基準の記

載内容を改定した。【２－ア】 

 さらに、部は、令和６年１２

月１９日に工事の設計・監督業務

等を担当する職員に対して、工事

監査フォローアップ研修を実施

し、指摘内容や再発防止の注意喚

起を行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
    ○  ◎ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分  

教育庁 

業務実施状況写

真の撮影につい

て受託者を適切

に指導・監督すべ

きもの 

48 

 庁は、委託契約により学校敷

地内の樹木剪定、除草等を行っ

ている。 

 本契約の仕様書では、受託者

は作業ごとに業務実施日、履行

場所などを記載した黒板等を添

えて業務実施状況写真を撮影す

ることとしている。 

 業務実施状況写真を見ると、

黒板内の学校名や日付は異なる

が、撮影場所が同一の写真が含

まれていた。 

 各学校の完了検査では、写真

の背景が検査対象の学校内では

ないなど、一部不適切な写真が

含まれていることを見落とし合

格としていた。 

 また、契約部署は、各学校か

ら提出された検査調書、記録写

真等の資料により、不適切な履

行が確認可能であったが、確認

が不足し、受託者への指導や注

意を行っていなかった。 

 庁は、業務実施状況写真の撮

影について受託者を適切に指

導・監督されたい。 

 指摘の発生原因は、学校の完了

検査の確認が不十分であったこ

と、及び東部学校経営支援センタ

ーの検査書類の確認不足と受託

者への指導の不徹底である。 

 そのため、センターは、令和６

年３月に発行した、所管校の請負

契約担当者向けの業務マニュア

ルである「契約請求マニュアル

(請負契約編)」の「樹木剪定」の

説明文に、検査の際は業務実施状

況写真についても確認を十分に

行うよう、記載を加えた。【２－

ウ】 

 また、そのマニュアルをテキス

トとして使用した「令和６年度 

請負契約等事務説明会」（令和６

年４月１２日開催）において、上

記の検査確認を強調して説明し

た。【２－エ】 

 さらに、センターは、令和６

年１１月から樹木剪定等委託契

約の受託者に対して、契約締結時

に業務実施状況写真の取扱いに

ついて定めた書類を配布し、業務

実施状況写真の撮影について適

切に行うよう注意喚起を行って

いる。【２－ウ】 

 センターは、契約部署として、

これまでは、履行完了後、履行場

所である各学校から提出された

検査調書、記録写真等を事務担当

者が確認し、支出決定の回付の中

で、主管課長代理、文書取扱主任、

契約担当者（主管課長）も各書類

の確認を行ってきた。令和６

年１１月からは、これに加えて、

事務担当者が上記書類の確認を

する際に、記録写真等について確

認すべき事項をまとめた「樹木剪

定等業務実施状況写真等確認表」

を使用するとともに、事務担当

者・副担当者による複数チェック

を実施することとし、確認体制を

強化している。【２－ウ】 

（次頁へ続く） 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

48 

教育庁 

業務実施状況写

真の撮影につい

て受託者を適切

に指導・監督すべ

きもの  

（前頁から） 

 また、本件の指摘事項は令和６

年３月２７日実施の学校経営支

援センター所長・管理課長会で中

部及び西部学校経営支援センタ

ー（以下「他センター」という。）

に周知した。今後は、都立学校教

育部が、こうした取組を他センタ

ーにも情報提供し、庁全体として

再発防止を図ることとした。【２

－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 

  

- 66 -



 

 

〔令和５年度公営企業各会計決算審査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

49 

交通局 

有形固定資産を

適正に計上すべ

きもの 

 固定資産台帳の数値と現物を

照合したところ、交通事業会計

の固定資産台帳において、処分

したバスの帳簿価額及び車載放

送装置、自動料金収納機等の帳

簿価額の削除漏れがあった。 

 その結果、有形固定資産明細

書のうち「車両」が１０２

万５，４１５円、「工具、器具、

備品」が６，６５１万６，６２９

円それぞれ年度末償却未済高へ

過大に計上されており、貸借対

照表の資産の部、固定資産の有形

固定資産が合わせて６,７５４

万２，０４４円過大計上となっ

ている。 

 局は、有形固定資産を適正に

計上されたい。 

 指摘の発生原因を自動車部内

で確認した結果、一部の事業所で

は本局で固定資産の管理をして

いると考えていたため、認識の相

違があった。 

 部は、令和６年４月３０日、全

事業所に対し、削除漏れとなって

いる資産について、「資産備品抹

消請求伝票兼不用品廃棄処分報

告書」の同年５月２３日までの提

出を指示し、同年６月２４日まで

に部で除却処理を完了した上で、

同年７月３１日出力の固定資産

台帳を全事業所に送付した。【１

－ウ】 

 また、令和６年８月２１日付通

知文及び同日に開催した所長会

において、各所属長に対し、適正

な事務処理について注意喚起し

た。【２－エ】 

 さらに、令和６年７月２３日及

び同年９月２０日付通知文によ

り、全ての事業所において、車載

放送装置、自動料金収納機等につ

いて、他の備品と同様に備品管理

票を作成・保管すること、毎年度

固定資産台帳と現品の突合確認

を行うことを指示した。あわせ

て、令和６年１０月７日から同

年１２月３日までに実施した本

局職員による全車庫・自動車工場

への自主監査において、通知文に

基づき各所における突合作業の

実施状況を確認した上で、抽出に

より現物確認を実施した。これら

の対応は今後毎年実施していく。

【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
  ◎    ○ ○ 
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〔令和６年財政援助団体等監査〕 

番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

50 

生活文化スポー

ツ局（学校法人戸

板学園） 

国際化推進補助

に係る補助金を

返還すべきもの 

局は、私立学校経常費補助金

交付要綱に基づき、海外に在留

していた生徒又は児童の受入れ

を行った学校法人に対し、帰国

子女１人当たり９万円の補助金

を交付している。要綱による

と、５月１日を基準日として、

帰国後３年以内の者を補助対象

とすることとしている。 

ところで、局は、毎年度、教

職員数や帰国子女等の受入状況

等、経常費補助金の算定に必要

な実績を、「私立学校教育助成

金調査表（Ｂ表）」（以下「Ｂ

表」という。）により調査して

いる。 

そこで、法人が設置している

三田国際学園高等学校における

帰国子女等の受入れについてＢ

表を見たところ、令和４年度に

おいて補助対象とした８名の生

徒のうちの１名が平成３１年３

月に帰国しており、帰国後３年

を超えているにもかかわらず、

法人は補助対象に算入してお

り、適正でない。 

この結果、補助金９万円が過

大に交付されている。 

また、局は、法人から提出さ

れたＢ表を参照することで、１

名が補助対象外であることが確

認できるにもかかわらず、補助

金額の算定に当たり、これを看

過しており、適正でない。 

法人は、過大に交付された補

助金を返還されたい。 

局は、補助金の交付に係る審

査を適正に行うとともに、法人

に対し、補助金の返還を求めら

れたい。 

局は、過大に交付した補助金９

万円について、法人に対して返還

を求めた。法人は、令和６年１２

月１４日に補助金の返還及び事

務の改善に係るてん末書を提出

し、令和７年３月１１日に返還し

た。【１－ア】 

局は、補助金の交付に係る審査

を適正に行うことについて、令

和７年１月２８日に所管部署内

の担当者会議において、審査の際

には生徒の帰国日を必ず確認す

るよう担当職員に周知徹底した。

【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎       ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

51 

生活文化スポー

ツ局（学校法人東

京成徳学園） 

私立高等学校都

内生就学促進補

助金を返還すべ

きもの 

局は、都内公立中学生に対す

る就学促進と広く生徒募集等に

係る広報活動の推進に資するた

め、「私立高等学校都内生就学

促進補助金」を都内公立中学校

出身者数に補助単価を乗じる等

により私立高等学校に交付して

いる。 

ところで、法人が設置してい

る東京成徳大学高等学校におけ

る補助金について見たところ、

補助対象人数に、都内公立中学

校出身者以外の４名が含まれて

おり適正でない。 

この結果、令和５年度におい

て６万８，４００円が過大に交

付されている。 

法人は、過大に交付された補

助金を返還されたい。 

局は、過大に交付した補助金

計６万８，４００円について、法

人に対して、返還を求めた。 

法人は、令和６年１０月２３日

に補助金の返還及び事務の改善

に係るてん末書を局に提出し、令

和７年１月１５日に返還した。

【１－ア】 

局は、学校法人向けに申請書の

提出依頼をする際の周知文書「交

付申請書の作成に当たって」に、

補助金算定の対象外となる生徒

についての文言をさらに強調し

て記載した。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○  
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

52 

福祉局（地方独立

行政法人東京都

健康長寿医療セ

ンター） 

特命随意契約の

締結に当たり、規

程に基づき、相手

方を選定した根

拠を明確にした

上で契約を締結

すべきもの 

 法人は、現行の医療情報シス

テムが令和７年１２月３１日に

運用を終了する予定であるた

め、次期システムに係る導入支

援業務をＡとの委託契約により

実施している。 

 本契約は特命随意契約であ

り、特命理由書には、昨今の物

価高騰や病院の経営状況を踏ま

え、高いハードルのコストダウ

ンが求められているのが現状で

あり、複数の国立病院等におい

てシステムの導入に当たり大幅

なコストダウンを実現させた実

績を持つＡを契約相手とする旨

が記載されていた。また、契約

相手を選定する業者選定委員会

においても、この特命理由によ

りＡを選定していた。 

 そこで、法人が、次期システ

ムの導入において大幅なコスト

ダウンが可能であるのはＡであ

ると判断するに際して使用し

た、コストダウンの実績や手法、

削減可能な金額等に関する確認

資料を法人に求めたが、確認で

きるものはなかった。 

 さらに、法人は、契約事務細

則に定める「緊急の必要により

競争に付することができない場

合」に該当するとして、本契約

を特命随意契約により締結した

としているが、特命理由書には

そのことが全く記載されておら

ず、特命随意契約の根拠として

明確に確認できる状態ではなか

った。 

 法人が、Ａを本契約の相手方

に選定した根拠が不明確な状況

であることは、特命随意契約の

手続において適切でない。 

 法人は、特命随意契約の締結

に当たり、規程に基づき、相手

方を選定した根拠を明確にした

上で、契約を締結されたい。 

 指摘の発生原因は、起案部署及

び契約管財係による特命理由や

根拠の確認不足である。 

 そのため、法人は、令和６

年１１月１２日付けで通知文を

発出し、特命随意契約の締結に当

たっては、特命理由書を分かりや

すく記載することや根拠となる

資料を添付することを全事務職

員へ周知した。 

 また、同日に開催した、経営部

門の課長・係長会において、事務

部長より、監査指摘の対象となっ

た事案の概要や具体的指摘内容

等も含めて説明し、再発防止の徹

底を期した。 

 なお、監査結果とその対応につ

いて、令和７年３月２４日に開催

したセンター運営会議に報告を

行った。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
       ◎ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

53 

福祉局（地方独立

行政法人東京都

健康長寿医療セ

ンター） 

地震発生時の職

員の参集基準に

ついて記載の統

一を図るべきも

の 

 法人は、首都直下型地震等の

災害時に、直ちに患者及び職員

の安全を確保し病院施設・設備

の保全を図るとともに、被災者

を救護する役割を担うため、「東

京都健康長寿医療センターＢＣ

Ｐ－震災編－」を策定し職員の

参集基準を定めている。また、

BCP に基づき「危機管理マニュ

アル」を策定し、令和５年度か

らは、法人の全職員に対して、

災害発生時における職員の初動

対応の周知等のため、携帯用の

防災カードを配付しこれらに参

集基準を記載している。 

 ところで、法人は災害拠点病

院に指定されており、災害発生

時における初動体制確保のため

には、必要となる職員の確保が

重要である。 

 そこで、これらの参集基準を

確認したところ、危機管理マニ

ュアル及び防災カードに記載さ

れた大規模地震発生時の参集基

準が BCP のそれと異なる内容と

なっていることが認められた。 

 こうしたことは、災害拠点病

院としての初動対応に支障が生

じる恐れがあることから適切で

ない。 

 法人は、BCP 等における地震

発生時の参集基準の記載につい

て、業務継続体制が確実に確保

されるよう統一されたい。 

 法人は、令和６年１１月１日付

けで、BCP の参集基準を見直した

上で改訂し、同時に危機管理マニ

ュアルにおける参集基準が BCP

と統一されるように改訂した。 

 改訂内容については、令和６

年１１月６日に職員ポータルサ

イトを通じて周知した。 

 また、職員が携帯している防災

カードの修正については、改訂し

た参集基準のシールを作成し、令

和７年２月４日職員に配布した。

【１－エ】 

 指摘の発生原因は、BCP、危機

管理マニュアル及び防災カード

の記載が整合すべきとの認識が

不足していたことである。 

 そのため、法人は、今後、BCP

及び危機管理マニュアルを改訂

する場合は、両者を一体的に検討

し、相互にかい離が生じないよう

留意するとともに、その改訂内容

を正しく防災カードにも記載す

る 。 

 なお、令和６年１０月２９日の

各部署の防災担当が参加する会

議において、BCP、危機管理マニ

ュアル及び防災カードの記載の

整合性を確認するとともに、周知

を行った。 

 また、職員に正しい参集基準が

周知されるよう、令和７年１

月２８日に災害対策本部立ち上

げ訓練を実施するとともに、同日

に全職員を対象に、統一された参

集基準に基づく、安否確認システ

ムを活用した安否状況の確認及

び参集訓練を実施することで、防

災意識の向上を図った。 

 なお、監査結果とその対応につ

いて、令和７年３月２４日に開催

したセンター運営会議に報告を

行った。【２－ウ、２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

54 

福祉局（地方独立

行政法人東京都

健康長寿医療セ

ンター） 

コンプライアン

ス研修について

検討し、内部統制

の取組の実効性

を確保すべきも

の 

 法人の内部統制に関する規程

では、法令等の遵守などを目的

として、内部統制を整備すると

ともに、継続的にその取組の見

直しを図るとしている。法人で

はセンター運営会議において経

営担当の理事が理事長のもと内

部統制を統括しており、法令等

の遵守に関する研修等を実施す

ることとしている。 

 このうち、コンプライアンス

研修については、汚職をはじめ

とする職員の非行を未然に防止

するため、倫理規程に基づき、

全職員に対して実施することと

している。また、実施通知によ

ると、全職員が５年間に１回は

受講するしっ皆研修とされてい

る。 

 そこで、コンプライアンス研

修の実施状況について見たとこ

ろ、以下のとおりであった。 

（１）令和４年度については対

象 と な る 職 員 の う

ち１６．４％、令和５年度に

ついては１３．９％の職員

が受講しておらず、しっ皆

研修の受講状況としては不

十分である。 

（２）研修の内容の多くは情報

セキュリティ・個人情報保

護研修の内容と重複してお

り、汚職や非行の防止のた

めに必須となる事項が含ま

れておらず、研修の目的に

照らして不十分であった。 

（３）他の研修については１年

間に１回受講するしっ皆研

修とされているのに対し、

コンプライアンス研修は５

年に１回の受講とされてい

る。令和元年度から令和５

年度までの間に職員の懲戒

処分事案が複数発生してい

ることからも、現行の研修

頻度は十分であるとは言い

難い。 

 法人は、センター運営会議に

おいて研修の実施方法や内容な

どについて検討し、内部統制の

取組の実効性を確保されたい。 

 法人は、令和７年３月３日に経

営企画局長の決定により、令和７

年度研修基本計画から、コンプラ

イアンス研修の実施頻度を、毎年

度しっ皆の研修に改めることと

し、研修の受講率向上のため、実

施方法を集合研修から e-ラーニ

ングへ変更することとした。 

 また、従来から定められていた

研修の目的に対して、研修内容が

不十分であった汚職や非行防止

に関する項目については、令和６

年度の研修より、項目を追加する

こととした。 

 上記、計画の改定と研修内容の

見直しについて、令和７年３

月２４日に開催したセンター運

営会議に報告を行った。 

 また、研修内容を見直して実施

した、令和６年１１月７日、１２

日及び１３日の研修の未受講率

は２４.７％、未受講者は７５名

であったが、退職者等を除く未受

講者６８名に対しては 、研修教

材を配布し、確認テストを実施す

る補講を行った結果、受講率

は１００％を達成した。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎  
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

55 

保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

公務災害の補償

請求について、地

方公務員災害補

償基金への請求

漏れが発生しな

いよう進行管理

を適切に行うべ

きもの 

公務上の災害を受けた場合、

地方公務員災害補償法に基づ

き、災害を受けた職員（被災職

員）に対し、被災職員の所属す

る地方公共団体等に代わって、

地方公務員災害補償基金が必要

な補償等を実施することとなっ

ている。多摩北部医療センター

において、センターの職員が公

務災害で受診した案件について

確認したところ、基金への公務

災害の認定請求、認定後の補償

請求が行われていないため、診

療費が未収金のままとなってい

る事例が認められた。 

公務災害の補償を受ける権利

は、法により時効があることか

ら、権利が消滅する前に補償請

求を行う必要がある。しかしな

がら、センターでは、監査日現

在、公務災害に関する進行管理

が適切に行われておらず、既に

時効で補償請求ができない案件

も見受けられる状況となってい

る。 

センターは、公務災害の認定

請求から認定後の補償請求につ

いて、基金への請求漏れが発生

しないよう進行管理を適切に行

われたい。 

センターでは、事実確認時点

（令和６年１１月２２日）で時効

が到来していない未処理案件に

ついて、令和７年４月１０日まで

に請求手続を完了した。【１－エ】 

指摘の発生原因は、申請手続等の

進行管理を担当者のみで行って

いたこと、及び関係部署との進行

状況の共有が不十分であったこ

とである。 

そのため、センターでは、令

和７年１月２７日までに、公務災

害の認定請求手続等の進行管理

について、「公災・労災状況一覧」

にて請求から治癒申告に至るま

での状況を総務課及び医事課で

共有する方法に改めた。 

また、センターでは、毎月開催

している安全衛生委員会で報告

する公務災害事故報告の資料に

も請求手続の進行状況を記載し、

当該委員会においても進行管理

を行うこととするなど、公務災害

の認定請求漏れや基金への療養

費の請求漏れがないよう、センタ

ー全体で進行管理を徹底する体

制を整備した。【２－ウ】 

法人では、令和７年１月３０日

付通知文により各病院等に対し

て事案の共有及び注意喚起を行

った。 

また、速やかな事務遂行につい

て令和７年３月１０日付通知文

により各病院等に通知するとと

もに、次年度の内部監査で確認を

行う。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○ ○ 
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保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

未収金の管理に

当たり、債務者等

への対応を適切

に行うべきもの 

56 

 墨東病院は、外国人の患者が

多く、診療費の未収金の発生も

多く生じるところであるが、そ

の回収に向けては、弁護士等へ

債権回収委託するなど積極的に

取り組んできているところであ

る。 

 ところで、病院における過年

度の未収金で高額となっている

案件について見たところ、 

（１）交通事故により救急搬送

され、現金の持ち合わせが

ないとして徴収猶予申請書

が提出されているが、交通

事故の相手方の自賠責保険

等により支払うとされてい

た案件 

（２）日本への旅行中に救急搬

送され、海外にいる家族か

らその診療費を分割支払さ

れていた案件 

が認められた。 

 しかしながら、監査日現在、

（１）は、自賠責の相手方との

連絡が滞り、１年以上督促等を

行っていない。また、（２）は、

海外にいる家族との連絡が滞

り、３年以上督促等を行ってい

ない。 

 未収金の回収は、債務者等の

現状を把握し、機を逸すること

なく対応することが必要である

ため、病院のこのような未収金

の管理状況は適切でない。 

 病院は、未収金の管理に当た

り、債務者等への対応を適切に

行われたい。 

 （１）については、令和６年１１

月１５日及び同月１９日、損害保

険会社への診療費の支払手続を

依頼するため、患者本人が既に帰

国していたことから患者家族に

連絡したが、連絡がつかなかっ

た。 

 そのため、病院による回収は困

難と判断し、債権回収を委託して

いる弁護士に対し、令和６年１２

月２７日付けで本件の回収を委

任した。 

 （２）については、令和６年１１

月、病院は、患者の家族に連絡し

て支払を依頼し、令和７年１

月１４日、病院は患者家族から一

部入金を確認した。残金について

は、同年３月１７日までに支払計

画を提出するよう求めていたが、

患者家族からの返信がなかった

ため、患者家族に弁護士に債権回

収を委任する旨の連絡をし、同

月１８日付けで委任した。【１－

ア】 

 本指摘の原因は、病院では未収

金担当者１名が進捗管理・回収業

務を行っており、他の職員は業務

を把握できない状況であったこ

とである。このため、以下の再発

防止策を実施する。 

・ 病院は、交通事故の案件につ

いては、患者・加害者・損害保

険会社と継続的に交渉し、診療

費の支払までのスケジュール

を交通事故未収金管理表を用

いて管理することとした。毎月

最低１回は状況確認を行い、ス

ケジュールどおりにいかない

場合には速やかに修正案を作

成し、請求可能な状態を継続す

るとともに、適切に回収の取組

を行う。【２－ウ】 

・ 病院は、診療費が分割支払い

されている案件については、分

割納入者管理リストに基づき

入金予定日に入金を確認する

ことにより、入金期日の管理を

徹底し、入金を確認できない場

合には速やかに催告を行うこ

ととした。【２－ウ】 

（次頁へ続く） 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

56 

保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

未収金の管理に

当たり、債務者等

への対応を適切

に行うべきもの  

（前頁から） 

・ 病院は、未収金高額上位２０

件について、高額案件管理表を

用いて管理し、毎月最低１回

は、医事課長を交えた打合せを

行い、医事課の職員や MSW（医

療ソーシャルワーカー）など関

係者で情報共有を行うととも

に、今後の回収に係る方針を決

定することとした。【２－ウ】 

・ 法人は、令和７年１月３０日

付通知文により、各病院等に対

して事案の共有と注意喚起を

行った。また、全病院・所の事

務 局 長 が 参 加 す る 令 和 ６

年１１月２８日開催の事務局

長会において、回収困難なもの

は弁護士委任を積極的に活用

するように周知した。【２－エ】 1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○  

保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

修繕契約を適正

に行うべきもの 
57 

 荏原病院では、地下１階及び

地下２階の防火シャッター開閉

機の修繕のため、病院の建物管

理委託契約の契約相手と５件の

特命随意契約を締結している。 

 これらの契約について見たと

ころ、以下の不適正な事例が認

められた。 

（１）病院の事務決裁規程では、

予定価格が４００万円未満

の請負契約は課長等の決裁

権限事案、予定価格が４００

万円以上２，０００万円未満

の請負契約は部長等の決裁

権限事案と定めている。 

 病院は、本修繕を５件の契

約 に 分 割 し 、 そ れ ぞ れ

が４００万円未満の請負契

約であることから、課長等の

決裁権限事案として処理し

ている。 

 ５件の契約は全て防火シ

ャッター開閉機の修繕であ

り、一体として契約すること

が可能な案件であるが、分割

発注した理由について病院

に確認したところ、明確な理

由はなく、契約相手との調整

による結果であるとしてい

る。 

（次頁へ続く） 

 病院は、受注者から令和６

年１０月１０日に下請負届の提

出を受け、確認した。【１－エ】 

 （１）については、一括して契

約すべき案件であるとの認識が

契約担当者に不足していたこと

により、案件ごとに発注したもの

である。 

 そのため、病院は令和６年１２

月９日に総務課契約管財グルー

プの係会を開催し、事例を係内で

共有するとともに、職員に明確な

理由がないにもかかわらず分割

発注を行わないように注意喚起

した。 

 （２）についても、上記の係会

において事例を共有するととも

に、職員に特記仕様書に沿った適

切な監理を行うように注意喚起

した。 

 また、病院は、契約台帳に決定

権者を表示する欄を設けて分割

発注に気付きやすくするととも

に、再委託の有無を表示する欄を

設け、担当職員とリーダーが案件

ごとに確認を行うこととした。

【２－ウ】 

 法人は、令和７年１月３０日付

通知文により各病院等に対して

事案の共有及び注意喚起を行っ

た。【２－エ】 
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対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
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57 

保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

修繕契約を適正

に行うべきもの 

（前頁から） 

 しかしながら、予定価格

が４００万円以上２，０００

万円未満の請負契約は部長

等の決裁権限事案となるた

め、明確な理由がないまま分

割発注を行うことは適正で

ない。 

（２）本修繕の特記仕様書では、

受注者は、現場代理人、監理

技術者及び主任技術者を発

注者へ通知することとして

いるが、監査日現在、その通

知がなされておらず適正で

ない。また、その後、監査日

以降に改めて提出された同

通知を確認したところ、当該

修繕について受注者が下請

けに出していたことが判明

したが、病院の監督員へその

通知は行われておらず、病院

がこれを把握していなかっ

たことは適正でない。 

 病院は、明確な理由がないま

ま分割発注を行わないようにす

るとともに、特記仕様書に沿っ

た適切な監理を行うよう、修繕

契約を適正に行われたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ○   ◎ ○ 
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58 

保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

業務報告の方法

について仕様書

に記載するとと

もに、適切に履行

確認すべきもの 

 多摩北部医療センターは、栄

養科厨房や病院屋外の清掃業務

を委託している。 

 本委託契約の仕様書内容及び

履行状況を確認したところ、次

のとおり適切でない事例が認め

られた。 

（１）栄養科厨房の清掃業務は、

定期清掃と特別清掃があ

り、仕様書において「受託者

は毎回の業務終了後、当日

の勤務者名、業務内容、及び

各清掃箇所の写真を委託者

に提出すること。」と定めて

いる。 

 しかし、定期清掃におい

てはその報告がなく、特別

清掃においては、月に一度

の報告会で報告されている

など、仕様書と異なってお

り、履行確認が不十分であ

る。 

（２）病院屋外清掃業務におい

ては、仕様書の中では業務

報告をすることを定めてい

なかった。支出の根拠とな

る履行確認をするために

は、仕様書に基づく業務報

告書の提出は必要不可欠で

あるが、仕様書に定めない

まま、業務報告をさせてい

る。 

 センターは、業務報告の方法

について仕様書に記載するとと

もに、適切に履行確認をされた

い。 

 （１）について、センターは栄

養科厨房内清掃業務について、仕

様書記載の履行確認方法に基づ

き、当該業務終了後、速やかに業

務報告するよう受託者に指導し、

監査直後の令和６年１１月履行

分から仕様書にのっとった作業

報告書により履行確認を行って

いる。【２－イ】 

 （２）について、センターは病

院屋外清掃等業務委託について、

令和７年１月１日付けで仕様書

に業務報告に関する項目を設け

る契約変更を行った上で、仕様書

にのっとった作業報告書により

履行確認を行っている。【２－イ】 

 指摘の発生原因は、履行確認に

対する理解不足であるため、セン

ターでは、令和６年１０月１８日

に契約担当者間で今回の事案を

共有するとともに、契約締結前に

仕様書記載内容を契約担当者と

受託業者で相互に確認し、理解の

促進を図ることとした。【２－ウ】 

 法人は、令和７年１月３０日付

通知文により各病院等に対して

事案の共有及び注意喚起を行っ

た。【２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ○ ◎ ○ 
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対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
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保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

院外職員住宅の

借上げに当たり

今後検討すべき

もの 

59 

 病院では、病院の大規模改修

工事に伴い、住宅数が縮小され

ることから、院外住宅を令和６

年３月から新たに借り上げてい

る。 

 本契約の経緯は、病院が信託

銀行に口頭にて業者の仲介を依

頼し、その後、銀行から住宅業

者を紹介してもらい、その住宅

業者より土地オーナー親族の紹

介を受け、土地オーナー親族が

代表を務めるＡと特命随意契約

にて賃貸借契約を締結してい

る。 

 病院は、契約前にＡとの間で

合意書を取り交わしており、Ａ

は、病院が住宅全て（１棟１７

戸）を２５年間借り入れる前提

で、Ａ社長親族の所有地に新築

住宅を建築している。Ａは、住

宅業者に住宅建築を発注、更に

その関係管理会社にその後の管

理を発注、また親族には土地使

用料を支払い、病院は、管理会

社経由でＡに家賃を支払うとい

う枠組みとなっている。 

 ところで、賃貸借契約につい

て見たところ、以下の不適切な

事例が認められた。 

（１）契約事務処理要綱では、

土地、建物に係る賃貸借契

約は、慣行上合理的な期間

としており、法人は、本件以

外の院外住宅については２

年更新の契約を行ってい

る。 

 一方、本件の賃貸借契約

は、契約期間が２５年間と

長期的なものとなってお

り、この契約期間について

は、Ａとの交渉によるもの

としている。また、中途解約

については、契約残金額相

当の違約金を一括にて支払

う契約内容となっており、

事実上、解約はできないも

のとなっている。 

（次頁へ続く） 

 本指摘の原因は、院外職員住宅

の借上げに関して長期契約締結

の際に法人本部が関与するルー

ルが定められていなかったこと

である。 

 このため、職員住宅を院外で確

保する案件が発生した場合、２年

更新を原則とし、例外的に２年を

超えての長期契約を締結する必

要がある場合は、契約締結前に法

人本部所管部署（総務部人事課人

事グループ人事担当（給与・労務

班））が関与するルールを定め、

各病院等に対して令和７年２

月５日付通知文により通知した。

所管部署は、各病院等から協議が

あった場合、その内容を法人本部

関係部署（事業推進部契約調整課

契約調整グループ契約制度担当）

と共有し、契約方法・条件等が適

切なものになっているか十分確

認するとともに、必要な助言等を

行う。【２－ウ、２－エ】 
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
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59 

保健医療局（地方

独立行政法人東

京都立病院機構） 

院外職員住宅の

借上げに当たり

今後検討すべき

もの 

（前頁から） 

 しかしながら、要綱に基

づかない契約を行っている

ことは適正でなく、さらに、

今後の経済情勢などは不確

定な要素も多くあることか

ら、長期の契約については

より慎重な姿勢が求められ

るため、長期契約の在り方

について検討されたい。 

（２）本件は病院で契約を行っ

たものであるが、ガバナン

ス上、法人本部の関与を確

認したところ、本部の関与

はまったくなく、契約後に

内容を把握したとのことで

あった。 

 しかしながら、内部統制

の観点からも、本件のよう

な特殊な契約については、

当初から本部が関与できる

体制づくりが求められるた

め、そのガバナンス体制を

検討されたい。 

 法人は、院外職員住宅の

借上げに当たって、契約方

法の在り方及び本部のガバ

ナンス体制など、今後検討

するよう改められたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 
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産業労働局（地方

独立行政法人東

京都立産業技術

研究センター） 

成長産業分野の

海外展示会出展

に係るアドバイ

ザリー業務委託

に係る資金につ

いての請求及び

概算払による交

付を適切に行う

べきもの 

60 

 局は、都市の課題を解決する

成長産業分野への参入機会を広

げるため、海外展示会への都内

中小企業の出展を支援し、出展

する企業に対してサポートなど

を行う「成長産業分野の海外展

示会出展支援事業」を実施して

いる。このうち、技術的側面か

らのサポート・アドバイス、出

展物等の性能・精度に関する測

定の支援などについて、法人と

委託契約を締結している。 

 本委託契約に係る資金につい

ては、資金計画を定め、これに

基づき、法人からの請求を受け

た局が半期ごとの概算払により

交付を行うこととしている。 

 ところで、概算払とは、経費

の確定を待たずに概算額をもっ

て支払うものであり、相手方に

資金の便宜を与えるものである

から、概算で支払う額は、厳に

必要の限度にとどめなければな

らないとともに、不要不急の資

金を交付することのないよう、

適時適切な資金交付とすべきで

ある。 

 そこで、この契約における交

付から精算までの状況を確認し

たところ、令和４年度及び令

和５年度とも、契約金額の全額

が交付されているが、上半期が

終了した時点で、多額の未執行

が生じていること、精算におい

ては、契約金額の大半が返納に

なっていることが認められた。 

 このことについて、法人によ

ると、出展物等の性能・精度に

関する測定の支援は、上半期が

展示会の準備に向けたもの、下

半期が展示会後の商談先からの

要望等に基づくものと、測定の

目的が変わるため、資金計画ど

おりの支援体制を整えたが、結

果的に企業からの依頼がほとん

どなかったことが主な要因であ

るとしている。 

（次頁へ続く） 

 指摘の発生原因は、法人及び局

ともに、上半期の執行状況及び下

半期の執行見込みについて、十分

な精査を行わず、当初の資金計画

に基づき下半期の請求・支出を行

ったことである。 

 局は、令和６年度の出展支援企

業に対して、令和６年１１月の医

療分野の展示会出展後、令和７

年３月末までの法人の支援サー

ビスの利用予定についてアンケ

ートを実施し、結果を法人に共有

した。 

 法人は、令和６年度の上半期の

執行状況及び局が実施したアン

ケート結果を基に令和７年３月

末までの支援サービスの利用見

込みを精査し、令和６年度下半期

の資金計画の見直しを行い、令

和６年１２月１７日付けで局に

変更申請を行った。 

 局は、申請内容を検討し妥当と

認めたため、令和７年１月６日付

けで承認を行った。【２－イ】 

 今後は、局と法人で調整を行っ

た上で資金計画を定める。 

 局は、例年１１月に行われる医

療分野の展示会終了後に、支援企

業に対し、今後の法人の支援サー

ビスの利用予定についてアンケ

ートを実施し、結果を法人に共有

する。 

 法人は、上半期の執行状況及び

局が実施したアンケート結果を

基に今後の支援サービスの利用

見込みを精査し、下半期の必要経

費を精査の上、必要経費の請求ま

たは資金計画の見直し等を適切

に行っていく。 

 局は、法人からの上半期の執行

状況の報告を踏まえ、下半期の必

要経費を十分に確認し、適切な資

金交付を行っていく。【２－ウ】 

 局は、令和７年１月７日付通知

文により、概算払の取扱いに関す

る留意点について、局内に周知し

た。 

 局は、令和７年１月２３日付通

知文により、当該指摘事例や留意

点について、局内へ周知した。【２

－エ】 
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対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

60 

産業労働局（地方

独立行政法人東

京都立産業技術

研究センター） 

成長産業分野の

海外展示会出展

に係るアドバイ

ザリー業務委託

に係る資金につ

いての請求及び

概算払による交

付を適切に行う

べきもの 

（前頁から） 

 しかしながら、上半期が終了

した時点で、委託業務全般で多

額の未執行が生じていることを

踏まえると、下半期に必要とな

る資金についての精査が必要で

あったにもかかわらず、法人は、

上半期の状況報告の中で、今後

の見込みについて「当初予定ど

おりの支出を想定」として、資

金計画どおりに請求し、局も十

分に確認することなく交付した

ことは、上述した概算払の趣旨

に沿ったものとは言えず、適切

でない。 

 法人は、成長産業分野の海外

展示会出展に係るアドバイザリ

ー業務委託に係る資金につい

て、執行状況を踏まえた上で、

適切に請求をされたい。 

 局は、概算払による資金交付

を適切に行われたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎ ○ ○ 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分  

港湾局（新中央航

空株式会社、全日

本空輸株式会社） 

補助金を返還す

るとともに補助

金額決定の取扱

いを適切に定め

るべきもの 

61 

 局は、航空保安検査補助金交

付要綱に基づき、両社に対し、

要綱に定める補助対象路線にお

いて航空運送事業を継続的に経

営する事業者として、要綱に定

める空港における保安検査機器

の 購 入 費 用 に 要 す る 費 用

の５０％以内の金額を補助して

いる。 

 また、東京都補助金等交付規

則では、補助対象事業者が補助

金の交付を受け取得した財産

を、補助金交付の目的に反して

使用等するときは、あらかじめ

知事の承認を受けさせなければ

ならない旨の定めがあり、要綱

にも同様の事項が記載されてい

る。 

 令和４年度及び令和５年度に

おける補助事業の実施状況等を

見たところ、保安検査機器が、

両社以外の事業者が運航する補

助対象外路線の搭乗客に対して

も使用されていることが認めら

れた。 

 局は、会社に、平成３０年１０

月に、平成２７年度の交付分に

ついて、補助対象外路線に係る

使用割合相当額として、座席数

であん分した額を返還させてい

ることからしても、この時点で、

保安検査機器が補助対象外路線

の搭乗客に対して使用される場

合は、補助金額決定の取扱いを

要綱に明確に定めるべきであっ

たにもかかわらず、これらの取

扱いを明確に要綱に定めておら

ず、令和４年度及び令和５年度

においても、補助金の過大交付

が生じており、適切でない。 

 要綱に定める知事の承認を得

た上で、補助対象外路線相当額

を補助対象経費から除外すべき

であり、その額を座席数に基づ

き試算すれば、過大となる補助

金 は 、 両 社 合 計 で ６ ２

万９，９１７円となる。 

（次頁へ続く） 

 局は、過大に交付した補助

金６２万９，９１７円について返

還を求め、令和７年２月２８日に

両社より返還された。【１－ア】 

 指摘の発生原因は、局及び両社

において、「航空保安検査補助金

交付要綱」に定められている当該

補助の対象への認識に誤りがあ

ったことである。 

 そのため、局は、補助金額決定

の取扱いを検討し、令和７年３月

に要綱を改正した。当該要綱にお

いて、補助対象路線及び補助対象

事業者の定義を明確にした上で、

補助対象経費の算出の際に、機器

購入経費から補助対象外の路線

に供する経費を除外することを

明記した。【２－ア】 
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番
号 

対象局 
事項 

監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

61 

港湾局（新中央航

空株式会社、全日

本空輸株式会社） 

補助金を返還す

るとともに補助

金額決定の取扱

いを適切に定め

るべきもの 

（前頁から） 

 両社は、過大となる補助金を

返還されたい。 

 局は、両社に対し、過大とな

る補助金の返還を求めるととも

に、要綱に補助金額決定の取扱

いを適切に定められたい。 

 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎    ○    

62 

港湾局（東海汽船

株式会社） 

補助金を返還す

べきもの 

 港湾局は、会社に対し、令和４

年１月から同年１２月までの東

京（竹芝）・神津島航路におけ

る収益から費用を差し引いた実

績欠損額の２分の１について、

令和４年度新型コロナウイルス

感染症及び原油価格高騰緊急対

策に係る離島航路補助金を交付

している。 

 この補助金の算定の基礎とな

る費用について見たところ、国

庫補助金が充てられていたもの

が認められた。 

 都から交付される補助金は、

航路における収益から費用を差

し引いた実績欠損額を基礎に算

定されることから、算定に当た

っては、費用に国庫補助対象経

費を含め、かつ、収益に国庫補

助金を含めることとするのが相

当である。 

 しかしながら、国庫補助対象

事業のうち、抗菌・抗ウイルス

フィルターの購入については、

購入費用１３万４，０００円が

運航雑費として費用に含まれて

いたにもかかわらず、国庫補助

金６万７，０００円が営業雑収

入として収益に含まれていない

ことが認められた。 

 このため、実績欠損額が６

万７，０００円過大に算定され

た結果、都から交付される補助

金が３万３，５００円過大に交

付されていることは適切でな

い。 

 会社は、過大に交付された補

助金を返還されたい。 

 局は、過大に交付された補助

金の返還を求められたい。 

 局は、過大に交付した補助金３

万３，５００円について返還を求

め、令和７年２月１４日に会社よ

り返還された。【１－ア】 

 指摘の発生原因は、会社が離島

航路補助金以外の補助金を別途

活用していたことを局として把

握できていなかったことである。 

 そのため、局は、令和７年１月、

会社に対し、適正な実績数値を報

告するよう、指導した。また、毎

年度実施する離島航路補助金立

入検査に際し、事前に他の補助金

の活用状況について会社に確認

を行い、実査の際に当該補助金が

収益に計上されているかチェッ

クすることとした。さらに、前記

の再発防止策が今後確実に実施

されるよう、離島航路補助金立入

検査で用いる検査マニュアルを

令和７年１月に更新した。【２－

ウ、２－エ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 

◎      ○ ○ 
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
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63 

交通局（東京交通

サービス株式会

社） 

廃棄物の処理を

適正に行うべき

もの 

 産業廃棄物及び機密書類の処

理に係る会社の委託契約につい

て見たところ、次のとおり適正

でない点が認められた。 

（ア）契約書及びマニフェスト

について 

 産業廃棄物処理委託の契約書

には、収集運搬業、処分業の許

可証の写しを添付しなければな

らないが、添付されていない。 

 また、受託者に対して産業廃

棄物の種類等を記載したマニフ

ェストを交付しなければならな

いが、会社は自ら内容を記載し

ておらず、受託者が全てを記載

している。 

（イ）水銀が使用されている製

品の処理について 

 水銀使用製品産業廃棄物は、

収集運搬、処分それぞれについ

て許可を有する者に委託しなけ

ればならないが、会社は受託者

が必要な許可を有しているか確

認しなかった結果、処分業の許

可を有していない者と契約して

いる。 

 また、マニフェストには、排

出物に当該廃棄物が含まれるこ

とを記載しなければならない

が、受託者に作成を任せた結果、

このことが記載されていない。 

（ウ）機密書類の処理について 

 本件で処分する機密書類は一

般廃棄物に分類される。また、

廃棄物の処理業者はその処理を

他人に委託してはならないと定

められている。しかしながら、

会社は、書類を一般廃棄物とせ

ず、産業廃棄物として処理を委

託しており、受託者が書類の処

理を再委託していることを看過

している。 

 また、会社は、書類の処理に

ついて確認しないまま検査完了

としている。 

 これらの状況は、会社が廃棄

物処理法の規定を十分に理解し

ていないことが原因となってい

る。 

 会社は、廃棄物の処理を適正

に行われたい。 

 指摘の発生原因は、廃棄物処理

の事務手続を行う担当者が廃棄

物処理法の規定を十分に理解し

ていないことである。 

 そのため、会社は、令和６

年１２月２６日に各部の課長を

対象として、今回の指摘の内容と

一般廃棄物及び産業廃棄物を処

理する上での注意事項を周知徹

底した。【２－エ】 

 さらに「廃棄物処理の事務手引

き」を作成し、令和７年１月２９

日に、各課の担当者に適正な廃棄

物処理の事務手続について周知

するとともに、社内情報システム

の掲示板に掲出し周知を図った。

【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
      ◎ ○ 
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64 

交通局（東京交通

サービス株式会

社） 

日常的な維持修

繕について契約

方法を検討し適

切に運用するた

めの規程等を整

備すべきもの 

 会社は、局から依頼された日

常的に発生する軽微な維持修繕

について、それぞれ契約締結前

に修繕を行わせ、その結果を毎

月１回程度まとめて事後に１件

の緊急契約とし、完了検査もま

とめて１件として処理している

が、このような緊急契約の方法

は会社の規程では定められてい

ない。 

 また、事後の契約に基づい

て１件にまとめた履行完了届を

補完するものとして、相手方か

ら提出されている個々の修繕に

係る完了報告書に確認の押印や

署名がないなど、当該案件の監

督員がその都度完了を確認した

ことを確認できず、適時の検査

となっていないことは適切でな

い。 

 都では、例えば、繰り返し発

生することが見込まれる維持補

修について、競争契約によって

必要な工種ごとの単価を定めた

契約としておき、補修が必要と

なった場合には指示書で契約の

相手方に施工を指示し、工事完

了後に契約の相手方が提出する

工事完了届等により出来高を確

認し対価を支払う「単価契約工

事」によって対応している。 

 会社は、日常的な維持修繕を

適切に処理するための契約方法

を検討し、これを適切に運用す

るための事務手続等を詳細に定

める必要がある。 

 会社は、日常的な維持修繕に

ついて契約方法を検討し、これ

を適切に運用するための規程等

を整備されたい。 

 指摘の発生原因は、１件当たり

数万円の修繕が年間１，５００件

程度と頻発する中、日常的な維持

修繕を適切に処理するための契

約方法及びそれを運用する事務

手続等が定められていないこと

である。 

 そのため、会社は、競争等契約

参加資格者名簿を元に、日常的な

維持修繕に対応可能な者をあら

かじめ指名業者選考委員会の審

議を経て登録し、登録者と毎年

度、協定を締結する仕組みとし

た。その上で、修繕が必要となっ

た際は、登録者の中から、地域性、

迅速性等を勘案して緊急修繕履

行依頼書兼受注書を交付し、相手

方の承諾をもって契約の締結と

みなすこととした。また、完了検

査は修繕ごとに実施するよう整

理した。これらの取扱いを定めた

「都営地下鉄駅舎等修繕に関す

る要綱」を、令和７年４月１日付

けで施行した。【２－イ、２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
     ◎ ○  
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監査結果の要約 講じた措置の概要 （団体） 
措置区分 

65 

生活文化スポー

ツ局 

ケア・コミッショ

ナーを平時から

選任すべきもの 

都立施設を活用した一時滞在

施設の管理者は、都立一時滞在

施設が発災時に機能するよう平

時に準備すべき事項や災害時の

具体的な運用等を定めた運営計

画をあらかじめ策定しておく必

要がある。 

また、施設管理者は、平時か

らケア・コミッショナーを職員

の中から選任し、ケア・コミッ

ショナーは、要配慮者等への対

応の観点から、運営計画の策定

等に参加することとなってい

る。 

そこで、監査対象の各施設に

おけるケア・コミッショナー選

任の状況について確認したとこ

ろ、東京ウィメンズプラザにお

いては、監査日現在、ケア・コ

ミッショナーを選任しておら

ず、適切でない。 

東京ウィメンズプラザは、ケ

ア・コミッショナーを平時から

選任されたい。 

東京ウィメンズプラザは、令

和６年１１月１日付けで一時滞

在施設運営マニュアルを改定し、

ケア・コミッショナーの選任を行

った。【１－エ】 

指摘の発生要因は、都立施設を

活用した一時滞在施設の運営マ

ニュアルへの担当者の理解が不

足していたことにあるため、庶務

担当により後年度への引継ぎを

確実に行うこととした。【２－ウ】 

1 2 

ア イ ウ エ ア イ ウ エ 
   ◎   ○  
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